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はじめに 

  市の事務事業の執行において、文書事務はその根幹となるとても大切な

ものです。  

  近年、職員が職務上作成又は取得した公文書については、単に行政の内

部資料としてのみならず、市民共有の知的資源として適切に管理・保存・

利用されることが求められるようになりました。  

  本市では、これまで市の各機関がそれぞれの文書取扱規程に基づいて公

文書を管理してきましたが、令和６年４月から上尾市公文書管理条例を施

行し、市の機関全てが本条例に基づいて公文書を適正に管理していくこと

としました。  

  本手引書は、従来用いられてきた「上尾市文書事務ガイドブック」を全

面的に見直し、本条例に基づく公文書の管理が統一的に行われるように、

実務上の留意点や具体的な運用をまとめたものです。  

  本手引書の内容を十分に理解した上で、公文書が市民共有の知的資源で

あるという認識を常に持ち、組織間や職員間で取扱いに差異が生じること

がないよう、実務に取り組んでください。  

 

  令和６年４月  

上尾市総務部総務課   
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第１条 この条例は、市の諸活動や歴史的事実の記録である公文書が、市民共有の知的資

源として、市民が主体的に利用し得るものであることに鑑み、公文書の管理に関する基

本的事項を定めることにより、行政文書の適正な管理、歴史公文書の適切な保存等を図

り、もって市政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、市の諸活動を現在

及び将来の市民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。 

【参考】公文書等の管理に関する法律（抜粋） 

（目的） 

第１条 この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等

が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体

的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理

に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適

切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするととも

に、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全

うされるようにすることを目的とする。 

 （地方公共団体の文書管理） 

第３４条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理

に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。
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第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

（１）実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員

会、固定資産評価審査委員会、水道事業の管理者の権限を行う市長及び消防長並びに

議会をいう。 

（２）行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書（図画及び電磁的記

録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式

で作られた記録をいう。）を含む。以下同じ。）であって、当該実施機関の職員が組

織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲

げるものを除く。 

ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的とし

て発行されるもの 
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イ 特定歴史公文書

ウ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされてい

るもの 

（３）歴史公文書 市政を検証するために後世に残すべき重要な文書として規則で定める

ものをいう。 

（４）特定歴史公文書 歴史公文書のうち、第８条第１項の規定により市長に移管（市長

が歴史公文書の保存期間が満了したときに引き続き保存する場合を含む。以下同

じ。）がされたものをいう。 

（５）公文書 行政文書及び特定歴史公文書をいう。
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第３条 公文書の管理については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほ

か、この条例の定めるところによる。 
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第４条 実施機関の職員は、第１条の目的の達成に資するため、当該実施機関における経

緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該実施機関の事務及び事業の実績を合理的に跡

付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除

き、文書を作成しなければならない。 
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第５条 実施機関の職員が行政文書を作成し、又は取得したときは、当該実施機関は、規

則で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存

期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。 

２ 実施機関は、能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切な保存に資するよう、

単独で管理することが適当であると認める行政文書を除き、適時に、相互に密接な関連

を有する行政文書（保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。）を一の集合

物（以下「行政文書ファイル」という。）にまとめなければならない。 

３ 前項の場合において、実施機関は、規則で定めるところにより、当該行政文書ファイ

ルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定

しなければならない。 

４ 実施機関は、第１項及び前項の規定により設定した保存期間及び保存期間の満了する

日を、規則で定めるところにより、延長することができる。 

５ 実施機関は、行政文書ファイル及び単独で管理している行政文書（以下「行政文書フ

ァイル等」という。）について、保存期間（延長された場合にあっては、延長後の保存

期間。以下同じ。）の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置

として、歴史公文書に該当するものにあっては市長への移管の措置を、それ以外のもの

にあっては廃棄の措置をとるべきことを定めなければならない。 
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第６条 実施機関は、行政文書ファイル等について、当該行政文書ファイル等の保存期間

の満了する日までの間、その内容、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利

用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするた

めの措置を講じた上で保存しなければならない。 

２ 前項の場合において、実施機関は、当該行政文書ファイル等の集中管理の推進に努め

なければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による保存及び前項の規定による集中管理の推進に資するた

め、他の実施機関からの依頼を受けて、行政文書ファイル等の保存を行うことができ

る。 
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第７条 実施機関は、行政文書ファイル等の管理を適切に行うため、規則で定めるところ

により、行政文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期

間が満了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項（上尾市情報公開条例（平成

１１年上尾市条例第３０号。次条第４項及び第１４条において「情報公開条例」とい

う。）第７条に規定する非公開情報に該当するものを除く。）を帳簿（以下「行政文書

ファイル管理簿」という。）に記載しなければならない。ただし、１年未満の保存期間

が設定された行政文書ファイル等については、この限りでない。 

２ 実施機関は、行政文書ファイル管理簿について、インターネットの利用その他の適当

な方法により公表しなければならない。 
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第８条 実施機関は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、第５条第５項の

規定による定めに基づき、市長に移管をし、又は廃棄をしなければならない。 

２ 実施機関は、前項の規定により保存期間が満了した行政文書ファイル等について移管

をし、又は廃棄をしようとするときは、あらかじめ、上尾市情報公開・個人情報保護・

公文書管理運営審議会（上尾市情報公開・個人情報保護・公文書管理運営審議会条例

（平成１２年上尾市条例第１０号）第１条の規定に基づき設置された上尾市情報公開・

個人情報保護・公文書管理運営審議会をいう。次項及び第１１条第２項において「審議

会」という。）の意見を聴かなければならない。ただし、１年未満の保存期間が設定さ

れた行政文書ファイル等について廃棄をしようとする場合にあっては、この限りでな

い。 

３ 前項の場合において、実施機関は、当該行政文書ファイル等について移管をし、又は

廃棄をすべきでないとの審議会の意見があったときは、第５条第５項の規定による定め

にかかわらず、当該意見を尊重して、当該行政文書ファイル等について市長に移管を

し、又は廃棄をするものとする。 

４ 実施機関は、第１項又は前項の規定により移管をする行政文書ファイル等について、

情報公開条例第７条に規定する非公開情報に該当するものとして公開の制限を行うこと

が適切であると認めるときは、その旨の意見を付さなければならない。 
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第９条 実施機関は、行政文書ファイル管理簿の記載状況その他の行政文書の管理の状況

について、毎年度、市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。 

３ 市長は、第１項に定めるもののほか、行政文書の適正な管理及び適切な移管を確保す

るために必要があると認める場合には、実施機関に対し、行政文書の管理について、そ

の状況に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は当該実施機関の職員に実地調査を

させることができる。 
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第１０条 実施機関は、行政文書の管理が第４条から前条までの規定に基づき適正に行わ

れることを確保するため、行政文書の管理に関する定め（以下この条において「行政文

書管理規程」という。）を設けなければならない。 

２ 行政文書管理規程には、行政文書に関する次に掲げる事項を規定しなければならな

い。 

（１）作成に関する事項

（２）整理に関する事項

（３）保存に関する事項

（４）行政文書ファイル管理簿に関する事項

（５）移管又は廃棄に関する事項

（６）管理状況の報告に関する事項

（７）前各号に掲げるもののほか、行政文書の管理が適正に行われることを確保するため

に必要な事項 

３ 実施機関は、行政文書管理規程を設けたときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らない。これを変更したときも、同様とする。 
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第１１条 市長は、特定歴史公文書について、次条の規定により廃棄をする場合を除き、

永久に保存しなければならない。 

２ 市長は、特定歴史公文書について、その内容、保存状態、時の経過、利用の状況等に

応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体によ

り、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。 

３ 市長は、特定歴史公文書に個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律

第５７号）第２条第１項に規定する個人情報をいう。以下この項において同じ。）が記

録されている場合には、当該個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

４ 市長は、規則で定めるところにより、特定歴史公文書の適切な保存を行い、及び適切

な利用に資するために必要な事項を記載した目録を作成し、公表しなければならない。 
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第１２条 市長は、特定歴史公文書として保存されている文書がその重要性を失ったと認

めるときは、当該特定歴史公文書について廃棄をすることができる。 

２ 市長は、前項の規定により特定歴史公文書について廃棄をしようとするときは、あら

かじめ、審議会の意見を聴かなければならない。 

第１３条 市長は、特定歴史公文書の保存等の状況について、毎年度、その概要を公表し

なければならない。 
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第１４条 実施機関は、市民による公文書の主体的な利用に資するため、情報公開条例に

基づいて行政文書（市長にあっては、公文書）を適正に公開するものとする。 
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第１４条 実施機関は、市民による公文書の主体的な利用に資するため、情報公開条例に

基づいて行政文書（市長にあっては、公文書）を適正に公開するものとする。 

第１５条 実施機関は、当該実施機関の職員に対し、公文書の管理を適正かつ効果的に行

うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うもの

とする。 

２ 市長は、実施機関の職員に対し、歴史公文書の適切な保存及び移管を確保するために

必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。 
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第１６条 実施機関は、当該実施機関について統合、廃止等の組織の見直しが行われる場

合には、その管理する行政文書について、統合、廃止等の組織の見直しの後においてこ

の条例の規定に準じた適正な管理が行われることが確保されるよう必要な措置を講じな

ければならない。 

第１７条 市が出資その他財政支出等を行う法人のうち規則で定めるもの（以下この条に

おいて「出資等法人」という。）は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する文書の

適正な管理に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 市長は、出資等法人に対し、前項の文書の適正な管理が推進されるよう必要な措置を

講ずるものとする。 
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第１８条 指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に

規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。）は、この条例の趣旨にのっと

り、その保有する文書（当該指定管理者が管理を行う公の施設（同法第２４４条第１項

に規定する公の施設をいう。次項において同じ。）に関するものに限る。）の適正な管

理に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

- 21 -



２ 市長（教育委員会が所管する公の施設にあっては、教育委員会）は、指定管理者に対

し、前項の文書の適正な管理が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。 

第１９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
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 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第３章並びに附則第６項、第

７項、第９項（上尾市情報公開条例目次の改正規定（「第２９条」を「第３０条」に改

める部分に限る。）、第１６条第２号の改正規定、第２３条の改正規定（「ため、」の

次に「上尾市公文書管理条例に基づいて」を加える部分に限る。）、第２７条第２項の

改正規定、第２８条の改正規定及び第２９条を第３０条とし、第２８条の次に１条を加

える改正規定を除く。）、第１０項及び第１１項（上尾市情報公開・個人情報保護運営

審議会条例（平成１２年上尾市条例第１０号）第２条第１項の改正規定（同項第４号に

係る部分に限る。）に限る。）の規定は、令和６年１０月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 第２章第２節の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に実施

機関の職員が作成し、又は取得した行政文書について適用する。 

３ この条例の施行の際、現に実施機関が保有している行政文書（以下「施行前文書」と

いう。）については、次項から附則第６項までに定めるものを除き、なお従前の例によ

る。 

４ 施行前文書に係る保存、保存期間の延長並びに管理状況の報告及び公表については、

第５条第４項、第６条及び第９条の規定の例による。 

５ 施行前文書に係る保存期間が施行日以後に満了する場合における当該施行前文書の移

管及び廃棄については、第８条の規定の例による。 

６ 前項の規定にかかわらず、施行前文書（保存期間が既に規則で定める年数を経過して

いるものに限る。以下この項において同じ。）であって、歴史公文書に相当するものに

ついては、当該施行前文書を保有している実施機関が引き続き行政文書として保存する

必要があると認めるものを除き、特定歴史公文書とみなす。 

７ この条例の施行の際、現に実施機関が歴史公文書に相当する文書として特別に保有し

ている文書については、当該文書を保有している実施機関が引き続き行政文書として保

存する必要があると認めるものを除き、特定歴史公文書とみなす。 

８～１３ 略 
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３ 上尾市情報公開・個人情報保護・公文書管理運営審議会 

 実施機関は、行政文書を市長に移管し、又は廃棄するときは、附属機関である上尾市情報

公開・個人情報保護・公文書管理運営審議会の意見を聴かなければなりません。 

 上尾市情報公開・個人情報保護・公文書管理運営審議会は、公文書管理制度の適正かつ円

滑な運営を図るため、求められた意見に関する事項について調査審議したり、公文書管理制

度に関する重要事項について市長に建議したりします。 

上尾市情報公開・個人情報保護・公文書管理運営審議会の構成 

会長 委員の互選による 

委員 
各種団体を代表する者、識見を有する者その他市長が必要と認める者から市長

が委嘱する者（１０名） 

事務局 総務部総務課 

本市における行政文書の管理体制図 

 

各実施機関内部の職員体制 

部長 

次長 

所属長 

文書主任 

文書担当者 

職員 

 

実

施

の

管

理

実

施

文書主管部長 
実施機関内における制度管
理･運用改善の総括管理 

文書主管課長 
実施機関内における制度管
理･運用改善の管理 

実施機関が市長である場合 

… 

※市長：総務部総務課長

※市長：総務部長
実
施
機
関
相
互
の
連
携 

上

尾

市

公

文

書

管

理

運

営

委

員

会

外部機関によるチェック 

上 尾 市 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 ・ 公 文 書 管 理 運 営 審 議 会 
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   上尾市公文書管理条例  

令和６年３月２２日上尾市条例第２号  

目次  

 第１章  総則（第１条―第３条）  

 第２章  行政文書の管理  

  第１節  文書の作成（第４条）  

  第２節  行政文書の整理等（第５条―第１０条）  

 第３章  特定歴史公文書の保存等（第１１条―第１３条）  

 第４章  雑則（第１４条―第１９条）  

 附則  

   第１章  総則  

 （目的）  

第１条  この条例は、市の諸活動や歴史的事実の記録である公文書が、市民

共有の知的資源として、市民が主体的に利用し得るものであることに鑑み、

公文書の管理に関する基本的事項を定めることにより、行政文書の適正な

管理、歴史公文書の適切な保存等を図り、もって市政が適正かつ効率的に

運営されるようにするとともに、市の諸活動を現在及び将来の市民に説明

する責務が全うされるようにすることを目的とする。  

 （定義）  

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。  

 (1) 実施機関  市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委

員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業の管理者の権限を

行う市長及び消防長並びに議会をいう。  

 (2) 行政文書  実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書（図画

及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られた記録をいう。）を含む。以下同

じ。）であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当

該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。  

  ア  官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売するこ

とを目的として発行されるもの  

附録１ 
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  イ  特定歴史公文書  

  ウ  歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管

理がされているもの  

 (3) 歴史公文書  市政を検証するために後世に残すべき重要な文書として

規則で定めるものをいう。  

 (4) 特定歴史公文書  歴史公文書のうち、第８条第１項の規定により市長

に移管（市長が歴史公文書の保存期間が満了したときに引き続き保存す

る場合を含む。以下同じ。）がされたものをいう。  

 (5) 公文書  行政文書及び特定歴史公文書をいう。  

 （他の法令等との関係）  

第３条  公文書の管理については、法令又は他の条例に特別の定めがある場

合を除くほか、この条例の定めるところによる。  

   第２章  行政文書の管理  

    第１節  文書の作成  

第４条  実施機関の職員は、第１条の目的の達成に資するため、当該実施機

関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該実施機関の事務及

び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に

係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない。  

    第２節  行政文書の整理等  

 （整理）  

第５条  実施機関の職員が行政文書を作成し、又は取得したときは、当該実

施機関は、規則で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名

称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなけれ

ばならない。  

２  実施機関は、能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切な保存に

資するよう、単独で管理することが適当であると認める行政文書を除き、

適時に、相互に密接な関連を有する行政文書（保存期間を同じくすること

が適当であるものに限る。）を一の集合物（以下「行政文書ファイル」と

いう。）にまとめなければならない。  

３  前項の場合において、実施機関は、規則で定めるところにより、当該行

政文書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保
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存期間の満了する日を設定しなければならない。  

４  実施機関は、第１項及び前項の規定により設定した保存期間及び保存期

間の満了する日を、規則で定めるところにより、延長することができる。  

５  実施機関は、行政文書ファイル及び単独で管理している行政文書（以下

「行政文書ファイル等」という。）について、保存期間（延長された場合

にあっては、延長後の保存期間。以下同じ。）の満了前のできる限り早い

時期に、保存期間が満了したときの措置として、歴史公文書に該当するも

のにあっては市長への移管の措置を、それ以外のものにあっては廃棄の措

置をとるべきことを定めなければならない。  

 （保存）  

第６条  実施機関は、行政文書ファイル等について、当該行政文書ファイル

等の保存期間の満了する日までの間、その内容、時の経過、利用の状況等

に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切

な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなけ

ればならない。  

２  前項の場合において、実施機関は、当該行政文書ファイル等の集中管理

の推進に努めなければならない。  

３  市長は、第１項の規定による保存及び前項の規定による集中管理の推進

に資するため、他の実施機関からの依頼を受けて、行政文書ファイル等の

保存を行うことができる。  

 （行政文書ファイル管理簿）  

第７条  実施機関は、行政文書ファイル等の管理を適切に行うため、規則で

定めるところにより、行政文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存

期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の

必要な事項（上尾市情報公開条例（平成１１年上尾市条例第３０号。次条

第４項及び第１４条において「情報公開条例」という。）第７条に規定す

る非公開情報に該当するものを除く。）を帳簿（以下「行政文書ファイル

管理簿」という。）に記載しなければならない。ただし、１年未満の保存

期間が設定された行政文書ファイル等については、この限りでない。  

２  実施機関は、行政文書ファイル管理簿について、インターネットの利用

その他の適当な方法により公表しなければならない。  
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 （移管又は廃棄）  

第８条  実施機関は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、第

５条第５項の規定による定めに基づき、市長に移管をし、又は廃棄をしな

ければならない。  

２  実施機関は、前項の規定により保存期間が満了した行政文書ファイル等

について移管をし、又は廃棄をしようとするときは、あらかじめ、上尾市

情報公開・個人情報保護・公文書管理運営審議会（上尾市情報公開・個人

情報保護・公文書管理運営審議会条例（平成１２年上尾市条例第１０号）

第１条の規定に基づき設置された上尾市情報公開・個人情報保護・公文書

管理運営審議会をいう。次項及び第１２条第２項において「審議会」とい

う。）の意見を聴かなければならない。ただし、１年未満の保存期間が設

定された行政文書ファイル等について廃棄をしようとする場合にあっては、

この限りでない。  

３  前項の場合において、実施機関は、当該行政文書ファイル等について移

管をし、又は廃棄をすべきでないとの審議会の意見があったときは、第５

条第５項の規定による定めにかかわらず、当該意見を尊重して、当該行政

文書ファイル等について市長に移管をし、又は廃棄をするものとする。  

４  実施機関は、第１項又は前項の規定により移管をする行政文書ファイル

等について、情報公開条例第７条に規定する非公開情報に該当するものと

して公開の制限を行うことが適切であると認めるときは、その旨の意見を

付さなければならない。  

 （管理状況の報告等）  

第９条  実施機関は、行政文書ファイル管理簿の記載状況その他の行政文書

の管理の状況について、毎年度、市長に報告しなければならない。  

２  市長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければ

ならない。  

３  市長は、第１項に定めるもののほか、行政文書の適正な管理及び適切な

移管を確保するために必要があると認める場合には、実施機関に対し、行

政文書の管理について、その状況に関する報告若しくは資料の提出を求め、

又は当該実施機関の職員に実地調査をさせることができる。  

 （行政文書管理規程）  
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第１０条  実施機関は、行政文書の管理が第４条から前条までの規定に基づ

き適正に行われることを確保するため、行政文書の管理に関する定め（以

下この条において「行政文書管理規程」という。）を設けなければならな

い。  

２  行政文書管理規程には、行政文書に関する次に掲げる事項を規定しなけ

ればならない。  

 (1) 作成に関する事項  

 (2) 整理に関する事項  

 (3) 保存に関する事項  

 (4) 行政文書ファイル管理簿に関する事項  

 (5) 移管又は廃棄に関する事項  

 (6) 管理状況の報告に関する事項  

 (7) 前各号に掲げるもののほか、行政文書の管理が適正に行われることを

確保するために必要な事項  

３  実施機関は、行政文書管理規程を設けたときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。これを変更したときも、同様とする。  

   第３章  特定歴史公文書の保存等  

 （特定歴史公文書の保存等）  

第１１条  市長は、特定歴史公文書について、次条の規定により廃棄をする

場合を除き、永久に保存しなければならない。  

２  市長は、特定歴史公文書について、その内容、保存状態、時の経過、利

用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所にお

いて、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で

保存しなければならない。  

３  市長は、特定歴史公文書に個人情報（個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号）第２条第１項に規定する個人情報をいう。以下こ

の項において同じ。）が記録されている場合には、当該個人情報の漏えい

の防止のために必要な措置を講じなければならない。  

４  市長は、規則で定めるところにより、特定歴史公文書の適切な保存を行

い、及び適切な利用に資するために必要な事項を記載した目録を作成し、

公表しなければならない。  
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 （特定歴史公文書の廃棄）  

第１２条  市長は、特定歴史公文書として保存されている文書がその重要性

を失ったと認めるときは、当該特定歴史公文書について廃棄をすることが

できる。  

２  市長は、前項の規定により特定歴史公文書について廃棄をしようとする

ときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。  

 （保存等の状況の公表）  

第１３条  市長は、特定歴史公文書の保存等の状況について、毎年度、その

概要を公表しなければならない。  

   第４章  雑則  

 （公文書の公開）  

第１４条  実施機関は、市民による公文書の主体的な利用に資するため、情

報公開条例に基づいて行政文書（市長にあっては、公文書）を適正に公開

するものとする。  

 （研修）  

第１５条  実施機関は、当該実施機関の職員に対し、公文書の管理を適正か

つ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるた

めに必要な研修を行うものとする。  

２  市長は、実施機関の職員に対し、歴史公文書の適切な保存及び移管を確

保するために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要

な研修を行うものとする。  

 （組織の見直しに伴う行政文書の適正な管理のための措置）  

第１６条  実施機関は、当該実施機関について統合、廃止等の組織の見直し

が行われる場合には、その管理する行政文書について、統合、廃止等の組

織の見直しの後においてこの条例の規定に準じた適正な管理が行われるこ

とが確保されるよう必要な措置を講じなければならない。  

 （出資等法人の文書管理）  

第１７条  市が出資その他財政支出等を行う法人のうち規則で定めるもの

（以下この条において「出資等法人」という。）は、この条例の趣旨にの

っとり、その保有する文書の適正な管理に関し必要な措置を講ずるよう努

めるものとする。  
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２  市長は、出資等法人に対し、前項の文書の適正な管理が推進されるよう

必要な措置を講ずるものとする。  

 （指定管理者の文書管理）  

第１８条  指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条

の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。）は、

この条例の趣旨にのっとり、その保有する文書（当該指定管理者が管理を

行う公の施設（同法第２４４条第１項に規定する公の施設をいう。次項に

おいて同じ。）に関するものに限る。）の適正な管理に関し必要な措置を

講ずるよう努めるものとする。  

２  市長（教育委員会が所管する公の施設にあっては、教育委員会）は、指

定管理者に対し、前項の文書の適正な管理が推進されるよう必要な措置を

講ずるものとする。  

 （委任）  

第１９条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第３章並びに附

則第６項、第７項、第９項（上尾市情報公開条例目次の改正規定（「第２

９条」を「第３０条」に改める部分に限る。）、第１６条第２号の改正規

定、第２３条の改正規定（「ため、」の次に「上尾市公文書管理条例に基

づいて」を加える部分に限る。）、第２７条第２項の改正規定、第２８条

の改正規定及び第２９条を第３０条とし、第２８条の次に１条を加える改

正規定を除く。）、第１０項及び第１１項（上尾市情報公開・個人情報保

護運営審議会条例（平成１２年上尾市条例第１０号）第２条第１項の改正

規定（同項第４号に係る部分に限る。）に限る。）の規定は、令和６年１

０月１日から施行する。  

 （適用区分）  

２  第２章第２節の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した行政文書について適用する。  

３  この条例の施行の際、現に実施機関が保有している行政文書（以下「施

行前文書」という。）については、次項から附則第６項までに定めるもの
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を除き、なお従前の例による。  

４  施行前文書に係る保存、保存期間の延長並びに管理状況の報告及び公表

については、第５条第４項、第６条及び第９条の規定の例による。  

５  施行前文書に係る保存期間が施行日以後に満了する場合における当該施

行前文書の移管及び廃棄については、第８条の規定の例による。  

６  前項の規定にかかわらず、施行前文書（保存期間が既に規則で定める年

数を経過しているものに限る。以下この項において同じ。）であって、歴

史公文書に相当するものについては、当該施行前文書を保有している実施

機関が引き続き行政文書として保存する必要があると認めるものを除き、

特定歴史公文書とみなす。  

７  この条例の施行の際、現に実施機関が歴史公文書に相当する文書として

特別に保有している文書については、当該文書を保有している実施機関が

引き続き行政文書として保存する必要があると認めるものを除き、特定歴

史公文書とみなす。  

 （上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正）  

８  上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和３１年上尾市条例第１７号）の一部を次のように改正する。  

  次のよう略  

 （上尾市情報公開条例の一部改正）  

９  上尾市情報公開条例の一部を次のように改正する。  

  次のよう略  

 （上尾市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正）  

１０  上尾市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１２年上尾市条例第

９号）の一部を次のように改正する。  

  次のよう略  

 （上尾市情報公開・個人情報保護運営審議会条例の一部改正）  

１１  上尾市情報公開・個人情報保護運営審議会条例の一部を次のように改

正する。  

  次のよう略  

 （上尾市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正）  
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１２  上尾市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年上尾市条例第

２８号）の一部を次のように改正する。  

  次のよう略  

 （上尾市議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正）  

１３  上尾市議会の個人情報の保護に関する条例（令和４年上尾市条例第３

８号）の一部を次のように改正する。  

  次のよう略  
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   上尾市公文書管理条例施行規則  

令和６年３月２９日上尾市規則第３１号  

 （趣旨）  

第１条  この規則は、上尾市公文書管理条例（令和６年上尾市条例第２号。

以下「条例」という。）第１９条の規定に基づき、条例の施行に関し必要

な事項を定めるものとする。  

 （定義）  

第２条  この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。  

 （条例第２条第３号の規則で定めるもの）  

第３条  条例第２条第３号の規則で定めるものは、次に掲げる文書とする。  

 (1 ) 市の組織及び機能並びに政策の検討過程、決定、実施及び実績に関す

る重要な情報が記録された文書  

 (2) 市民の権利及び義務に関する重要な情報が記録された文書  

 (3 ) 市民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する重要な情報が記録され

た文書  

 (4) 市の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報が記録された文書  

 （行政文書ファイル等の分類、名称及び保存期間）  

第４条  実施機関は、当該実施機関における能率的な事務及び事業の処理に

資するとともに、市の有する諸活動を現在及び将来の市民に説明する責務

が全うされるよう、条例第５条第１項及び第３項の規定により、行政文書

及び行政文書ファイルについて、当該実施機関の事務及び事業の性質、内

容等に応じて系統的に分類し、分かりやすい名称を付さなければならない。  

２  条例第５条第１項の保存期間は、次の各号に掲げる行政文書の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。  

 (1 ) 別表の左欄に掲げる行政文書（次号に掲げるものを除く。）  同表の

右欄に掲げる期間  

 (2 ) 法令又は他の条例による保存期間の定めがある行政文書  当該法令又

は他の条例で定める期間  

 (3 ) 前２号に掲げる行政文書以外のもの  別表の規定を参酌し、実施機関

の事務及び事業の性質、内容等に応じて実施機関が別に定める期間  

３  実施機関は、別表の左欄に掲げる行政文書以外の行政文書が歴史公文書

附録２ 
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に該当する場合には、１年以上の保存期間を設定しなければならない。  

４  条例第５条第１項の保存期間の起算日は、作成し、又は取得した行政文

書に係る事務又は事業の処理が完結した日（台帳、帳簿その他の常時使用

する行政文書にあっては、常時使用を要しなくなった日。以下「文書完結

日」という。）の属する年度の翌年度の４月１日とする。ただし、文書完

結日から１年以内の日であって４月１日以外の日を起算日とすることが当

該行政文書の適切な管理に資すると実施機関が認める場合にあっては、そ

の日とする。  

５  条例第５条第３項の保存期間は、行政文書ファイルにまとめられた行政

文書の保存期間とする。  

６  条例第５条第３項の保存期間の起算日は、行政文書を行政文書ファイル

にまとめた日のうち最も早い日（以下この項及び第６条第７号において

「ファイル作成日」という。）の属する年度の翌年度の４月１日とする。

ただし、ファイル作成日から１年以内の日であって４月１日以外の日を起

算日とすることが行政文書の適切な管理に資すると実施機関が認める場合

にあっては、その日とする。  

７  第４項及び前項の規定は、文書完結日においては不確定である期間を保

存期間とする行政文書及び当該行政文書がまとめられた行政文書ファイル

（次項において「保存期間不確定行政文書ファイル等」という。）につい

ては、適用しない。  

８  保存期間不確定公文書ファイル等の保存期間の起算日は、当該保存期間

不確定公文書ファイル等に係る実施機関の事務及び事業の性質、内容等を

参酌して定めるものとする。  

 （保存期間の延長）  

第５条  実施機関は、条例第５条第４項の規定に基づき、次の各号に掲げる

行政文書ファイル等について保存期間を延長する場合は、当該行政文書フ

ァイル等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間が経過する日まで

の間、当該行政文書ファイル等を保存しなければならない。この場合にお

いて、一の区分に該当する行政文書ファイル等が他の区分にも該当すると

きは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間、保存しな

ければならない。  
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 (1 ) 現に監査、検査等の対象になっているもの  当該監査、検査等が終了

するまでの間  

 (2 ) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされ

るもの  当該訴訟が終結するまでの間  

 (3 ) 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要

とされるもの  当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起

算して１年間  

 (4 ) 上尾市情報公開条例（平成１１年上尾市条例第３０号）第６条第１項

に規定する公開請求があったもの  同条例第１１条各項の決定の日の翌

日から起算して１年間  

 (5 ) 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第７６条第

２項に規定する開示請求又は同法第９０条第２項に規定する訂正請求が

あったもの  同法第７８条第１項第４号に規定する開示決定等又は同法

第９４条第１項に規定する訂正決定等の日の翌日から起算して１年間  

２  実施機関は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、その職

務の遂行上必要があると認めるときは、その必要な限度において、一定の

期間を定めて行政文書ファイル等の保存期間を延長することができる。こ

の場合において、当該実施機関は、条例第９条第１項の規定による報告に

おいて、延長する期間及び延長の理由を市長に報告しなければならない。  

 （行政文書ファイル管理簿の記載事項）  

第６条  条例第７条第１項の規定により行政文書ファイル管理簿に記載しな

ければならない事項は、次に掲げる事項とする。  

 (1) 分類  

 (2) 名称  

 (3) 保存期間  

 (4) 保存期間の満了する日  

 (5) 保存期間が満了したときの措置  

 (6) 保存場所  

 (7 ) 文書作成取得日（行政文書ファイルにあっては、ファイル作成日）の

属する年度その他これに準ずる期間  

 (8 ) 前号の日における行政文書ファイル等を管理すべき実施機関の内部組
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織  

 （目録の作成及び公表）  

第７条  条例第１１条第４項の必要な事項は、次に掲げる事項（上尾市情報

公開条例第７条の２第１項第１号に規定する特定非公開情報に該当するも

のを除く。）とする。  

 (1) 分類  

 (2) 名称  

 (3) 移管をした実施機関の名称  

 (4) 移管を受けた時期  

 (5) 保存場所  

２  市長は、条例第１１条第４項の目録について、インターネットの利用そ

の他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。  

 （出資等法人）  

第８条  条例第１７条第１項の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。  

 (1) 公益財団法人上尾市勤労者福祉サービスセンター  

 (2) 公益財団法人上尾市地域振興公社  

 (3) 公益社団法人上尾市シルバー人材センター  

 (4) 社会福祉法人上尾市社会福祉協議会  

 (5) 上尾都市開発株式会社  

 （委任）  

第９条  この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この規則は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第７条及び次項

の規定は、同年１０月１日から施行する。  

 （条例附則第６項の規則で定める年数）  

２  条例附則第６項の規則で定める年数は、３０年とする。  

 （上尾市情報公開条例施行規則の一部改正）  

３  上尾市情報公開条例施行規則（平成１２年上尾市規則第５号）の一部を

次のように改正する。  

  次のよう略  
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 （上尾市情報公開条例実施手続規則の一部改正）  

４  上尾市情報公開条例実施手続規則（平成１２年上尾市規則第７号）の一

部を次のように改正する。  

  次のよう略  

別表（第４条関係）  

行政文書名  保存期間  

１  市政運営の基本計画、基本方針等に関する文書  ３０年  

２  重要な事務事業の計画及び実施に関する文書  同上  

３  歳入歳出予算及び決算書  同上  

４  議案、報告、会議録、議決書その他の重要な市議会

に関する文書  
同上  

５  条例、規則その他の規程の制定又は改廃に関する文

書  
同上  

６  不服申立て、訴訟、和解等に関する文書  同上  

７  市の廃置分合、境界変更及び町字に関する文書  同上  

８  国、県の行政機関の諸令達及び往復文書で将来の例

証となるもの  
同上  

９  市長、副市長、教育長等の事務引継に関する文書

（ そ の 他 の 行 政 委 員 の 引 継 ぎ に 関 す る も の を 含

む。）  

同上  

１０  進退、賞罰その他の人事に関する文書  同上  

１１  ほう賞及び表彰に関する文書  同上  

１２  定期監査等に係る結果報告、歳入歳出決算等に係る

審査意見等に関する文書  
同上  

１３  行政文書の移管及び廃棄に関する文書  同上  

１４  契約及び協定に関する文書（建物の維持管理上必要

なもの、期間の定めのないもの又は契約期間その他

の法律関係が１０年を超えるものに限る。）  

同上  

１５  許可、認可その他の行政処分に関する文書（許可の

期間その他の法律関係が１０年を超えるものに限

る。）  

同上  
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１６  次に掲げる文書のうち、特に重要なもの  

 (1) 歳入歳出予算に関する文書  

 (2) 国際交流に関する文書  

 (3) 公有財産の取得、管理又は処分に関する文書  

 (4) 工事の設計、施工等に関する文書  

 (5) 請願、陳情及び要望に関する文書  

 (6) 原簿、台帳、図面、統計書、設計書等  

同上  

１７  前各項に掲げるもののほか、３０年間保存の必要が

あると認められる文書  
同上  

１８  予算の執行に関する文書のうち５年を超えて保存す

る必要があると認められるもの  
１０年  

１９  契約及び協定に関する文書（契約期間その他の法律

関係が５年を超え１０年以下の期間であるものに限

る。）  

同上  

２０  許可、認可その他の行政処分に関する文書（許可の

期間その他の法律関係が５年を超え１０年以下の期

間であるものに限る。）  

同上  

２１  前３項までに掲げるもののほか、１０年間保存の必

要があると認められる文書  
同上  

２２  常例的な事務事業の執行に関する文書  ５年  

２３  予算の執行に関する文書  同上  

２４  復命（職員の研修に係るものを除く。）に関する文

書  
同上  

２５  契約及び協定に関する文書（契約期間その他の法律

関係が５年以下の期間であるものに限る。）  
同上  

２６  許可、認可その他の行政処分に関する文書（許可の

期間その他の法律関係が３年を超え５年以下の期間

であるものに限る。）  

同上  

２７  照会、回答等の往復文書で５年間保存の必要がある

と認められる文書  
同上  

２８  ２２の項から前項までに掲げるもののほか、５年間 同上  
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保存の必要があると認められる文書  

２９  許可、認可その他の行政処分に関する文書（許可の

期間その他の法律関係が１年を超え３年以下の期間

であるものに限る。）  

３年  

３０  前項に掲げるもののほか、３年間保存の必要がある

と認められる文書  
同上  

３１  軽易な照会、回答、願、届、報告等の文書  １年  

３２  許可、認可その他の行政処分に関する文書（許可の

期間その他の法律関係が１年以下の期間であるもの

に限る。）  

同上  

３３  前２項に掲げるもののほか、１年間保存の必要があ

ると認められる文書  
同上  

３４  軽易な文書で１年以上の保存期間を定める必要がな

いと実施機関が認めるもの  
１年未満  

 

- 114 -



   上尾市行政文書管理規程  

令和６年３月２９日上尾市訓令第５号  

目次  

 第１章  総則（第１条―第８条）  

 第２章  文書事務  

  第１節  通則（第９条―第１１条）  

  第２節  作成（第１２条）  

  第３節  収受及び配布（第１３条―第１５条）  

  第４節  起案、回議等（第１６条―第２７条）  

  第５節  公印の押印及び文書の発送（第２８条・第２９条）  

  第６節  文書の記号、番号及び署・記名（第３０条・第３１条）  

 第３章  整理及び保存（第３２条―第４０条）  

 第４章  行政文書ファイル管理簿（第４１条）  

 第５章  保存期間の延長、移管又は廃棄（第４２条―第４６条）  

 第６章  点検及び管理状況の報告等（第４７条―第４９条）  

 第７章  研修（第５０条）  

 第８章  雑則（第５１条・第５２条）  

 附則  

   第１章  総則  

 （趣旨）  

第１条  この規程は、上尾市公文書管理条例（令和６年上尾市条例第２号。

以下「公文書管理条例」という。）第１０条第１項の規定により、本市に

おける行政文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （定義）  

第２条  この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。  

 (1) 課所  上尾市組織規則（昭和５９年上尾市規則第１１号）第３条第１

項各号に定める課及び同項第２項に定める課内推進室並びに同規則第５

条の表に掲げる出先機関並びに上尾市会計管理者の補助組織設置規則

（昭和６０年上尾市規則第１４号）第１条の出納室をいう。  

 (2) 所属長  課所の長をいう。  

附録３ 
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 (3) 文書主管課  行政文書の管理を総括する課所をいう。  

 (4) 主務課  行政文書に係る事項を所掌する課所をいう。  

 (5) 文書管理システム  電子計算機を用いて行政文書の収受、起案、決裁

等の処理及び引継ぎ、保存、廃棄等の管理を総合的に行うシステムで、

第４条に規定する文書主管課長が管理するものをいう。  

 (6) 未完結文書  受領した行政文書又は起案文書で所定の手続を終わらな

いものをいう。  

 (7) 完結文書  受領した行政文書又は起案文書で所定の手続を終わったも

のをいう。  

２  前項に規定するもののほか、この規程において使用する用語は、公文書

管理条例において使用する用語の例による。  

 （行政文書の取扱いに関する原則）  

第３条  行政文書は、全て正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明

らかにし、事務能率の向上に役立つよう処理しなければならない。  

２  行政文書は、正確に、やさしく、わかりやすくすることを基本方針とし

て作成しなければならない。  

３  行政文書の収受、起案、決裁等の処理及び引継ぎ、保存、廃棄等の管理

は、文書管理システムを利用して行う。  

 （文書主管課長）  

第４条  文書主管課長（文書主管課の長をいう。以下同じ。）は、行政文書

の適正な管理のため、次に掲げる事務を行うものとする。  

 (1) 行政文書ファイル管理簿の調製に関すること。  

 (2) 行政文書の管理に関する所属長との調整及び必要な改善措置の実施に

関すること。  

 (3) 行政文書の管理に関する研修の実施に関すること。  

 (4) その他行政文書の管理に関する事務の総括に関すること。  

 （所属長）  

第５条  所属長は、各課所における行政文書の管理の責任者として、次に掲

げる事務を行うものとする。  

 (1) 保管（保存期間の起算日から起算して１年を経過する日までの期間に

おける保存をいう。以下同じ。）に関すること。  
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 (2) 保存期間が満了したときの措置の設定に関すること。  

 (3) 行政文書ファイル管理簿への記載に関すること。  

 (4) 移管又は廃棄に関すること。  

 (5) 管理状況の点検等に関すること。  

 (6) 行政文書の作成、整理その他行政文書の管理に関する職員の指導に関

すること。  

 （文書主任）  

第６条  課所に文書主任を置く。  

２  文書主任は、主席主幹又は主幹の職にある職員又はリーダー（上尾市組

織規則第１条の２第２項に規定するリーダーをいう。第２５条第１項にお

いて同じ。）に指名された職員のうちから、所属長が指名する。ただし、

当該所属長以外にこの職にある職員がいない場合にあっては、当該所属長

をもってこれに充てる。  

３  文書主任は、前条各号に掲げる事務について所属長を補佐するとともに、

次に掲げる事務を行うものとする。  

 (1) 行政文書の受領、収受、配布及び発送に関すること。  

 (2) 起案文書の審査に関すること。  

 (3) 行政文書ファイル管理簿のとりまとめに関すること。  

 (4) 行政文書の保管、保存及び廃棄に関すること。  

 (5) 行政文書ファイル等の保存期間が満了したときの措置に関すること。  

 (6 ) 行政文書の作成、収受、整理、保管等に関する事務の指導及び改善

（文書管理システムの利用の促進を含む。）に関すること。  

 (7) 文書担当者の指導に関すること。  

 （文書担当者）  

第７条  課所に文書担当者を置く。  

２  文書担当者は、所属長が所属職員のうちから指名する。  

３  文書担当者は、次に掲げる事務を行うものとする。  

 (1) 行政文書ファイル管理簿の作成に関すること。  

 (2) 行政文書の引継ぎに関すること。  

 (3) 行政文書の整理に関すること。  

 （職員の責務）  
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第８条  職員は、公文書管理条例の趣旨にのっとり、関連する法令及び条例、

規則その他の規程並びに上司の指示に従い、行政文書を適正に管理しなけ

ればならない。  

   第２章  文書事務  

    第１節  通則  

 （事務処理の原則）  

第９条  事務処理は、行政文書によって行うことを原則とする。  

 （行政文書の種類）  

第１０条  行政文書の種類は、おおむね次のとおりとする。  

 (1) 法規文書  次に掲げるものについて作成する文書  

  ア  条例  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１４条及び第１６

条の規定に基づき、市議会の議決を経て制定し、市長が公布するもの  

  イ  規則  地方自治法第１５条及び第１６条の規定に基づき、市長が制

定し、公布するもの  

 (2) 議案及び専決処分  次に掲げるものについて作成する文書  

  ア  議案  市長が、市議会の議決を経なければならない事件（条例の制

定及び改廃を除く。）について、市議会の審議を求めるために提出す

るもの  

  イ  専決処分  地方自治法第１７９条第１項本文又は第１８０条第１項

の規定に基づき、市長が市議会に代わってその議決すべき事件（条例

の制定及び改廃を除く。）を処分するもの  

 (3) 告示文書  法令、条例等の規定又は職権に基づいて処分し、又は決定

した事項その他一定の事項を広く一般の住民に公示するために作成する

文書  

 (4) 令達文書  次に掲げるものについて作成する文書  

  ア  訓令  市長が、下級の機関に対し、権限の行使について指揮するた

めに発する命令で基本的事項を内容とするもの  

  イ  通達  上級の機関が、下級の機関に対し、職務執行上の細目的事項

等について指示し、又は命令するもの  

  ウ  指令  個人、団体又は下級の機関等からの申請、出願その他の要求

に基づいて許可、認可、不許可等の処分をし、又は指示するもの及び
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職権で、これらの者に対し、特定の事項を命令し、禁止し、若しくは

指示し、又は既に与えた許可、認可等の処分を取り消すもの  

 (5) 争訟文書  補正命令書、弁明書等提出要求書、弁明書、反論書、裁決

書、決定書等の行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）又は同法を

準用する他の法令の規定に基づき作成する文書及び訴状、準備書面等の

訴訟に関する書面  

 (6) 契約文書  売買、交換、使用貸借、賃貸借、請負、委任等に係る契約

書、協定書、覚書、請書、委任状その他これらに類するもの  

 (7) 普通文書  次に掲げるものについて作成する文書  

  ア  照会  職務を執行するため、行政機関、個人又は団体に対して問い

合わせるもの  

  イ  回答  照会又は依頼に対し、答えるもの  

  ウ  諮問  所管の機関に対し、所定の事項について意見を求めるもの  

  エ  答申  諮問を受けた機関が、その諮問に対して意見を述べるもの  

  オ  申請又は願  所管の機関に対し、許可、認可等の処分その他一定の

行為を求めるもの  

  カ  進達  経由すべきものとされている申請書、願書、報告書その他の

書類を上級の機関に取り次ぐもの  

  キ  通知又は通報  行政機関、個人又は団体に対し、一定の事実、処分

又は意思を知らせるもの  

  ク  報告  上級の機関又は委任者に対し、一定の事実、経過等を知らせ

るもの  

  ケ  依頼  行政機関、個人又は団体に対し、一定の事項を頼むもの  

  コ  協議  行政機関、個人又は団体に対し、一定の事項について相談す

るもの  

  サ  届出  一定の事項を行政機関に届け出るもの  

  シ  勧告  行政機関、個人又は団体に対し、一定の事項を申し出てある

処置を勧め、又は促すもの  

  ス  その他  請求し、督促し、又は建議するもの  

 (8) 賞状、表彰状、感謝状、証明書その他前各号に掲げる文書以外のもの  

 （用字、用語及び文体）  
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第１１条  行政文書の用字については、おおむね次の基準による。  

 (1) 漢字、仮名遣い及び送り仮名については、それぞれ常用漢字表（平成

２２年内閣告示第２号）、現代仮名遣い（昭和６１年内閣告示第１号）

及び送り仮名の付け方（昭和４８年内閣告示第２号）によるものとする

こと。  

 (2) 数字は、次に掲げるものを除き、アラビア数字を用いるものとするこ

と。  

  ア  固有名詞  

  イ  概数を示す語  

  ウ  数量感の薄い語  

  エ  単位を示す語  

  オ  慣用的な語  

 (3) 数字は、３けた区切りに「，」を用いるものとすること。ただし、地

番、文書番号その他の単に番号のみを示す数字については、この限りで

ない。  

２  行政文書の用語については、おおむね次の基準による。  

 (1) 特殊な言葉を用いたり、堅苦しい言葉を用いることをやめて、日常一

般に使われている易しい言葉を用いること。  

 (2) 名宛人に付ける敬称は、原則として「様」を用いること。  

 (3) 使い方の古い言葉を使わず、日常使い慣れている言葉を用いること。  

 (4) 言いにくい言葉を使わず、口調のよい言葉を用いること。  

 (5) 音読する言葉は、なるべく避け、耳で聞いて意味のすぐわかる言葉を

用いること。  

 (6) 音読する言葉で、意味の二様にとれるものは、なるべく避けること。  

３  行政文書の文体については、おおむね次の基準による。  

 (1) 文体は、原則として「である」体を用い、普通文書、賞状、表彰状、

感謝状等には、なるべく「ます」体を用いること。  

 (2) 文語脈の表現は、なるべくやめて、平明なものとすること。  

 (3) 文章は、なるべく区切って短くすること。  

 (4) 文の飾り、曖昧な言葉、回りくどい表現は、なるべくやめて、簡潔な、

論理的な文章とすること。  
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 (5) 内容に応じ、なるべく箇条書の方法を取り入れ、一読して理解しやす

い文章とすること。  

    第２節  作成  

第１２条  職員は、所属長の指示に従い、公文書管理条例第４条の規定によ

り、公文書管理条例第１条の目的の達成に資するため、経緯も含めた意思

決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証す

ることができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文

書を作成しなければならない。  

２  文書の作成に当たっては、文書の正確性を確保するため、その内容につ

いて原則として複数の職員による確認を経た上で、所属長が確認しなけれ

ばならない。  

３  文書の作成に関し、上司から指示があったときは、その指示を行った者

の確認を受けなければならない。  

    第３節  収受及び配布  

 （文書主管課における収受及び配布手続）  

第１３条  文書主管課に到着した文書は、次の各号に定めるところにより処

理しなければならない。  

 (1) 文書は、文書主管課長が開封する必要があると認めたものを除き、開

封しないで文書区分棚へ区分けする。  

 (2) 特定文書（書留、配達証明等の表示のある文書をいう。次条において

同じ。）は、主務課に配布し、受領印を押させ、又は署名をさせるもの

とする。  

 (3) ２以上の課所に関係がある文書は、その関係の最も深い課所に配布す

るものとし、配布すべき課所が明らかでないときは、文書主管課長が配

布すべき課所を定めるものとする。  

 (4) 郵便料金の未払又は不足の文書が到着したときは、発信者が官公庁で

あるとき、又は文書主管課長が収受することが適当と認めたときに限り、

その未払分又は不足分の料金を納付して収受するものとする。  

 (5) 前各号に定めるもののほか、文書の収受及び配布に関し必要な事項は、

文書主管部長（文書主管課を所管する部の長をいう。以下同じ。）が定

める。  

- 121 -



 （主務課における収受及び配布手続）  

第１４条  前条の規定により配布を受けた文書及び直接主務課に持参された

文書は、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。  

 (1) 文書（特定文書を除く。）は、開封し、当該文書の余白に収受印を押

すものとする。ただし、刊行物、ポスターその他の文書で所属長が指定

したもの又は電磁的記録として作成し、又は取得した文書については、

本文の手続の全部又は一部を省略することができる。  

 (2) 特定文書は、前号本文の定めるところにより処理するものとする。た

だし、親展扱いのものにあっては、開かず、名宛人に配布する。  

 （文書等の転送及び返付）  

第１５条  受領した文書に、受領した課所の所管に属さないものがある場合

において、転送すべき課所が明らかなときは直ちに主務課に転送し、転送

すべき課所が明らかでないときは直ちに文書主管課に返付するものとする。  

    第４節  起案、回議等  

 （収受文書の処理）  

第１６条  主務課において、行政文書を受領したときは、直ちに文書管理シ

ステムに所要事項を入力するとともに、第１４条に規定する手続をした後、

これを所属長に供覧し必要な指示を受けなければならない。ただし、軽易

なものであらかじめ所属長が指定したものについては、本文の手続の全部

又は一部を省略することができる。  

２  市長、副市長又は市長政策室長、部長若しくは会計管理者（以下「部長

等」という。）の親展文書は、市長、副市長又は部長等が自ら処理する場

合のほかは、主務課において処理するものとする。ただし、重要又は特に

異例と認められるものは、速やかに上司に供覧し、その指示により処理す

るものとする。  

 （供覧）  

第１７条  受領した行政文書が起案による処理を必要とせず、単に供覧によ

って完結するものは、関係職員（市長以外の実施機関（公文書管理条例第

２条第１号に規定する実施機関をいう。）の職員を含む。）に供覧するも

のとする。  

２  受領した行政文書で、起案による処理に着手する前に供覧する必要のあ
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るもの又は陳情等でその内容により早急に処理することができないものは、

その旨及び処理の方針等を付記し、前項の規定に準じ、供覧しなければな

らない。  

３  前２項に定めるもののほか、供覧する必要のある行政文書は、第１項の

規定に準じ、供覧するものとする。  

 （即日起案の原則）  

第１８条  起案者は、起案に当たっては、即日着手することを原則とし、事

案の内容により調査等に相当の日数を要する場合は、あらかじめ所属長の

承認を得るものとする。  

 （起案）  

第１９条  起案は、文書管理システムを利用し、又は文書管理システムによ

り作成した起案用紙（第１号様式）を用いて行うものとする。  

２  前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に行う起案は、当該各

号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うことがで

きる。  

 (1) 処理について一定の帳票が定められている場合  当該帳票を用いる方

法  

 (2) 事案の内容が定例又は軽易な伺いである場合  当該事案に係る文書の

余白に処理案を記入する方法  

 (3) その他やむを得ない理由がある場合  文書主管課長と協議して別に定

める方法  

 （起案要領）  

第２０条  起案は、次に掲げる要領によるものとする。  

 (1) 用字、用語及び文体は、第１１条に定めるところによる。  

 (2) 原則として、１案件につき１起案とする。ただし、一連の事項につい

ては、順位をつけ処理するものとする。  

 (3) 起案理由その他参考となる事項を記載し、関係書類を添付すること。

ただし、定例又は軽易なものにあっては、この限りでない。  

 （回議）  

第２１条  起案文書は、当該事務の決裁区分に従い、起案者から順次直属の

上司を経て、決裁権者に回議し、決裁を受けるものとする。この場合にお
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いて、当該決裁を受ける方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当

該各号に定める方式により行うものとする。  

 (1) 文書管理システムを利用して起案を行った場合  文書管理システムに

おいて電子的に承認することで決裁を受ける方式（以下「電子決裁方式」

という。）  

 (2) 次のア又はイのいずれかに該当する方法により起案を行った場合  当

該用紙に設けられた所定の欄に押印することで決裁を受ける方式（以下

「押印決裁方式」という。）  

  ア  文書管理システムにより作成した起案用紙を用いて起案を行った場

合  

  イ  第１９条第２項各号に定める方法により起案を行った場合  

２  起案者は、決裁権者以外の直属の上司が短期間不在である場合において、

その事案の処理に急を要するときは、当該不在である上司の直属の上司の

承認を得て、電子決裁方式により決裁を受ける文書にあっては当該不在で

ある上司について文書管理システムにより必要な処理を行い、押印決裁方

式により決裁を受ける文書にあっては当該用紙の所定の欄に「後閲」と記

入した上で、当該不在である上司の回議を受けることなく、決裁権者の決

裁を求めることができる。この場合において、起案者は、当該決裁を受け

た後、遅滞なく、当該不在であった上司に報告し、電子決裁方式により決

裁を受けた文書にあっては文書管理システムにより必要な処理を求め、押

印決裁方式により決裁を受けた文書にあってはその押印を求めなければな

らない。  

 （合議）  

第２２条  起案の内容が他の部（市長政策室を含む。以下同じ。）又は他の

課所に関係を有する場合は、当該起案文書を関係部長等及び関係所属長に

合議しなければならない。  

２  合議を受けた者が、合議事項に異議がある場合は、主務部長等（主務課

を所管する部長等をいう。以下同じ。）又は主務課長（主務課の長をいう。

以下同じ。）と協議して調整するものとし、調整が整わないときは、意見

を付しておかなければならない。  

 （回議及び合議に当たっての注意事項）  
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第２３条  起案文書の回議及び合議を受けた者は、その回議又は合議が速や

かに完了するように努めなければならない。  

２  起案文書の内容について、重要な修正をしたときは、修正者は、修正箇

所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。  

３  起案文書の内容について回議又は合議の結果、重大な修正が行われたと

き、又は廃案になったときは、主務課長は、回議又は合議済みの関係所属

長にその旨を通知しなければならない。  

４  上尾市事務専決規程（昭和４８年上尾市訓令第２号）第６条（同規程第

９条において準用する場合を含む。）の規定により代決するときは、次の

各号に掲げる決裁の方式の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う

ものとする。  

 (1) 電子決裁方式  代決をする旨を文書管理システムに入力すること。  

 (2) 押印決裁方式  当該用紙の決裁権者の箇所に「代決」と記入した上で、

当該代決をした者が押印し、後閲を要するものについては、「後閲」と

記入すること。  

 （文書主任の文書審査）  

第２４条  起案文書は、リーダー（リーダーが２人以上いる場合にあっては、

当該起案文書に係る事項を所掌するグループ（上尾市組織規則第１条の２

第１項に規定するグループをいう。）のリーダー）の回議を受けた後、文

書主任の審査を受けなければならない。  

２  文書主任は、起案文書の審査に当たっては、第２０条各号に定める事項

のほか、次に掲げる事項について、当該事項が守られているかどうかを審

査し、起案者に対し必要な指示を与え、又は当該起案文書を修正すること

ができる。  

 (1) 法令、条例、規則その他の例規との適合  

 (2) 専決区分及び合議先  

 （文書主管課長の審査等）  

第２５条  次の各号のいずれかに該当するものの起案文書は、主務部長等の

回議を受けた後、文書主管課長の審査を受け、更に文書主管部長に合議し

なければならない。ただし、文書主管課を所管する部に所属する課所の起

案文書は、文書主管部長の回議を受ける前に、文書主管課長の審査を受け
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るものとする。  

 (1) 市議会へ提出する条例その他の議案及び報告  

 (2) 前号に掲げるもののほか、文書主管課長が特に重要と認めるもの  

２  前項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するものの起案文

書は、主務部長等の回議を受けた後、文書主管課長の審査を受けなければ

ならない。ただし、文書主管課を所管する部に所属する課の起案文書は、

文書主管部長の回議を受ける前に、文書主管課長の審査を受けるものとす

る。  

 (1) 規則  

 (2) 訓令  

 (3) 要綱  

 (4) 告示（軽易な又は定型的な告示であって、あらかじめ文書主管課長の

指定するものを除く。）  

 (5) 前各号に掲げるもののほか、文書主管課長が重要と認めるもの  

 （決裁年月日）  

第２６条  起案者は、起案文書について決裁を受けたときは、直ちに、次の

各号に掲げる決裁の方式の区分に応じ、当該各号に定める方法により決裁

を受けた年月日を記録しなければならない。  

 (1) 電子決裁方式  文書管理システムに入力すること。  

 (2) 押印決裁方式  当該用紙の所定の欄に記入すること。  

 （浄書）  

第２７条  浄書は、主務課においてしなければならない。ただし、文書主管

課長が認めたものについては、この限りでない。  

    第５節  公印の押印及び文書の発送  

 （公印の押印）  

第２８条  発送する行政文書は、浄書及び照合した後、所定の箇所に公印を

押印しなければならない。ただし、軽易なものについては、省略すること

ができる。  

 （発送）  

第２９条  行政文書の発送は、原則として文書主管課において行うものとす

る。ただし、文書主管課長が認めたものについては、主務課において発送
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することができる。  

２  発送する行政文書は、主務課において宛先を明記し、次の各号に掲げる

種別ごとの通数を明らかにするとともに、書留、速達、親展その他の特殊

な取扱いによるものは、その旨を明示しておかなければならない。  

 (1) 第１種郵便物に属するもの  

  ア  定形郵便物に属するもの  

  イ  定形外郵便物に属するもの  

 (2) 第２種郵便物に属するもの  

 (3) 第３種郵便物に属するもの  

 (4) 第４種郵便物に属するもの  

 (5) 小包郵便物等に属するもの  

 (6) 使送文書に属するもの  

３  小包郵便物として発送するものは、主務課において包装し、宛先を明記

の上、文書主管課へ提出する。  

４  発送する行政文書は、次の各号により文書主管課に提出しなければなら

ない。  

 (1) 郵送するものの受付は、午前９時から午後３時までとする。  

 (2) 使送するものの受付は、使送する日の前日までとする。  

５  前各項に定めるもののほか、行政文書の発送に関し必要な事項は、文書

主管部長が定める。  

    第６節  文書の記号、番号及び署・記名  

 （文書の記号及び番号）  

第３０条  収受又は発送する行政文書には、次の各号に掲げるものを除き、

文書の記号及び番号を付さなければならない。  

 (1) 第１０条第１号から第６号までに規定する文書  

 (2) 賞状、表彰状及び感謝状  

 (3) 軽易な文書  

 (4) 前３号に掲げるもののほか、文書主管部長が指定した文書  

２  文書の記号は、「上」及び別表第１に定める記号とする。ただし、下水

道施設課が所管する文書並びに経営総務課及び業務課が所管する下水道事

業の業務に係る文書の記号は、「上下」とする。  
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３  文書の番号は、文書管理システムにより取得するものとし、会計年度に

おける収受又は発送する文書に係る一連の番号（収受文書に基づいて発す

る文書にあっては、当該収受文書の番号）とする。ただし、第１９条第２

項第１号の規定による文書については、文書管理システムで管理する番号

と重複しない一連の番号を付するものとする。  

４  文書の番号は、事案の完結に至るまでの間、同一起案文書で複数の文書

を施行するものについては、適宜枝番号を用いることができる。  

 （文書の署・記名）  

第３１条  文書の署・記名は、市名又は市長名を用いなければならない。た

だし、軽易な事項については、市名又は市長名以外の署・記名を用いるこ

とができる。  

   第３章  整理及び保存  

 （職員の整理義務）  

第３２条  職員は、この章に定めるところに従い、次に掲げる整理を行わな

ければならない。  

 (1) 作成し、又は取得した行政文書について分類し、名称を付するととも

に、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。  

 (2) 相互に密接な関連を有する行政文書を行政文書ファイルにまとめるこ

と。  

 (3) 前号の行政文書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保

存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。  

 （分類及び名称）  

第３３条  行政文書ファイル等は、当該組織の事務及び事業の性質、内容等

に応じて、階層型構造として系統的に分類し、分かりやすい名称を付さな

ければならない。  

 （未完結文書の保管）  

第３４条  未完結文書は、懸案フォルダー又は個別フォルダーに入れて保管

するものとする。  

２  前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる未完結文書にあっては、当

該各号に掲げる未完結文書の区分に応じ、当該各号に定める方法により保

管するものとする。  
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 (1) 文書管理システムにおいて処理が継続している未完結文書  文書管理

システムに入力する方法  

 (2) 懸案フォルダー又は個別フォルダーに入れて保管することが適当でな

い未完結文書  所定の場所に収納する方法  

 （完結文書の区分）  

第３５条  完結文書は、会計年度ごとに区分し、整理しなければならない。

ただし、会計年度ごとに区分することが適当でないものは、暦年ごとに区

分するものとする。  

２  ４月１日から５月３１日までの間において施行する行政文書で前会計年

度に所属する歳入又は歳出に係るものにあっては、前項の規定にかかわら

ず、当該前会計年度に区分しなければならない。  

３  完結文書のうち、会計年度ごとに又は暦年ごとに区分することが適当で

ない行政文書は、第１項の規定にかかわらず、現会計年度又は現年に区分

することができる。  

 （完結文書の保管）  

第３６条  前条の規定により区分された完結文書のうち次に掲げるものは、

主務課において保管するものとする。  

 (1) 前会計年度及び前年の完結文書  

 (2) 現会計年度及び現年の完結文書  

２  完結文書は、個別フォルダーに入れて保管し、原則としてつづり込みを

しないものとする。  

３  前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる完結文書にあっては、当該

各号に掲げる完結文書の区分に応じ、当該各号に定める方法により保管す

るものとする。  

 (1) 文書管理システムにおいて処理を終えた完結文書  文書管理システム

に入力する方法  

 (2) 個別フォルダーに入れて保管することが適当でない完結文書  所定の

場所に収納する方法  

 （保存期間）  

第３７条  保存期間は、上尾市公文書管理条例施行規則（令和６年上尾市規

則第３１号。以下「施行規則」という。）別表に従い、原則として次のい
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ずれかの期間に設定しなければならない。  

 (1) ３０年  

 (2) １０年  

 (3) ５年  

 (4) ３年  

 (5) １年  

 (6) １年未満  

２  前項の規定により１年未満の保存期間を設定することができる行政文書

は、次に掲げるものとする。ただし、意思決定の過程並びに事務及び事業

の実績の合理的な跡付け又は検証のために必要となるものを除く。  

 (1) 別途正本又は原本が管理されているものの写し  

 (2) 定型的又は日常的な業務連絡、日程表等  

 (3) 出版物又は公表物を編集したもの  

 (4) 所掌事務に関する事実関係の問合せへの応答を記録したもの  

 (5) 明白な誤りがある等の事由により客観的な正確性の観点から利用に適

さなくなったもの  

 (6) 意思決定の途中段階で作成したもので、当該意思決定に与える影響が

ないものとして、長期間の保存を要しないもの  

 (7) 保存期間を１年未満と設定することが適当なものとして、文書主管課

長が指定したもの  

３  保存期間は、主務課長が設定するものとする。ただし、別表第２の左欄

に定める課所が所管する文書の保存期間は、同表の右欄に定める職にある

職員が設定するものとする。  

 （文書の引継ぎ及び保存）  

第３８条  主務課長（別表第３の左欄に定める課所の長を除く。第４項にお

いて同じ。）は、前条第１項第１号から第４号までの保存期間の区分に属

する行政文書については、個別フォルダーごと保存期間別に区分して文書

保存箱に収納し、これを文書主管課長に引き継がなければならない。  

２  文書主管課長は、前項の規定により引継ぎを受けた文書保存箱と行政文

書ファイル管理簿を照合し、内容を確認のうえ、当該文書保存箱に書庫番

号を付し、書庫に保存するものとする。  
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３  別表第３の左欄に定める課所が所管する行政文書で、第１項に規定する

文書に該当するものについて、同表の右欄に定める職にある職員は、これ

を系統的に整理して文書保存箱に収納し、保存しなければならない。ただ

し、文書管理システムにおいて処理を終えた電磁的記録は、文書管理シス

テムを利用して保存をするものとする。  

４  第１項の規定にかかわらず、主務課長は、文書管理システムにおいて処

理を終えた電磁的記録の引継ぎについては、文書管理システムを利用して

行うものとする。  

 （マイクロフイルムによる文書の保存）  

第３９条  保存文書は、マイクロフイルムに撮影し、当該保存文書に代えて

当該マイクロフイルムを保存することができる。  

２  マイクロフイルムの撮影及び保存等の管理に関し必要な事項は、文書主

管部長が定める。  

 （保存文書の貸出し）  

第４０条  保存文書の貸出しを受けようとする者は、保存文書貸出簿（第２

号様式）に所要事項を記載し、文書主管課長にその旨を申し出なければな

らない。  

   第４章  行政文書ファイル管理簿  

第４１条  所属長は、少なくとも毎年度１回、管理する行政文書ファイル等

（保存期間が１年以上のものに限る。）の現況について、施行規則第６条

各号に掲げる事項を行政文書ファイル管理簿に記載しなければならない。  

２  前項の場合において、上尾市情報公開条例（平成１１年上尾市条例第３

０号）第７条各号に掲げる情報が含まれるときは、当該情報を明示しない

ように記載しなければならない。  

   第５章  保存期間の延長、移管又は廃棄  

 （保存期間が満了したときの措置）  

第４２条  所属長は、行政文書ファイル等について、施行規則別表の規定に

基づき、保存期間の満了前のできる限り早い時期に、公文書管理条例第５

条第５項の保存期間が満了したときの措置（以下「移管・廃棄措置」とい

う。）を定めなければならない。  

２  所属長は、移管・廃棄措置を定めたときは、その内容を行政文書ファイ
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ル管理簿に記載しなければならない。  

３  所属長は、移管・廃棄措置を定めるに当たっては、必要に応じて文書主

管課長に助言を求めることができる。  

４  文書主管課長は、必要があると認めるときは、所属長に対し移管・廃棄

措置の変更について指示し、又は当該移管・廃棄措置を自ら変更すること

ができる。  

 （保存期間の延長）  

第４３条  所属長は、施行規則第５条第１項各号に該当するときは、同項に

定めるところにより、行政文書ファイル等を保存しなければならない。  

２  所属長は、施行規則第５条第２項に基づき、保存期間を延長することが

できる。  

 （移管又は廃棄）  

第４４条  文書主管課長は、保存期間が満了した行政文書ファイル等につい

て、移管・廃棄措置に基づき、所属長と協議し特に保存期間を延長する必

要があるものを除き、市長に移管をし、又は廃棄をしなければならない。  

２  文書主管課長は、行政文書ファイル等について、移管をし、又は廃棄を

したときは、当該行政文書ファイル等に係る行政文書ファイル管理簿の記

載を削除するとともに、移管廃棄簿（期間満了ファイル等を移管し、又は

廃棄した場合に、その名称、移管又は廃棄を行った日その他の必要な事項

を記載した帳簿をいう。）に所要の事項を記載しなければならない。  

 （廃棄の手続）  

第４５条  文書主管課長は、第３８条第１項又は第４項の規定により引継ぎ

を受けた文書で、第３７条第１項第１号から第４号までの保存期間の区分

に属する行政文書のうち、保存期間を経過したものについて、主務課長

（別表第３の左欄に定める課所の長を除く。）と協議の上、文書管理シス

テムに廃棄年月日を入力し、これを廃棄するものとする。  

２  主務課長は、第３７条第１項第５号及び第６号の保存期間の区分に属す

る行政文書のうち、保存期間を経過したものについて、その廃棄を決定し、

これを廃棄するものとする。  

３  前項の規定にかかわらず、別表第２の左欄に定める課所が所管する文書

で、第３７条第１項第５号の保存期間の区分に属する行政文書のうち、保
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存期間を経過したものに該当するものについては、同表の右欄に定める職

にある職員が、その廃棄を決定し、これを廃棄するものとする。  

 （廃棄の方法）  

第４６条  文書主管課長（前条第２項の場合にあっては主務課長、同条第３

項の場合にあっては別表第３の右欄に定める職にある職員）は、廃棄しよ

うとする行政文書ファイル等で、秘密を要するもの又は他に悪用されるお

それのあるものは、次の各号に掲げる行政文書の区分に応じ、当該各号に

定める方法により廃棄しなければならない。  

 (1) 行政文書（電磁的記録を除く。）  破砕、溶解その他適切な方法  

 (2) 行政文書（電磁的記録に限る。）  電磁的記録の性質に応じた破砕、

溶解その他適切な方法又は電磁的記録を消去し、復元できない状態にす

る方法  

   第６章  点検及び管理状況の報告等  

 （点検）  

第４７条  所属長は、自ら管理責任を有する行政文書の管理状況について、

少なくとも毎年度１回、点検を行い、その結果を文書主管課長に報告しな

ければならない。  

２  文書主管課長は、点検の結果等を踏まえ、行政文書の管理について必要

な措置を講じなければならない。  

 （管理状況の報告）  

第４８条  文書主管課長は、行政文書ファイル管理簿の記載状況その他の行

政文書の管理の状況について、毎年度、市長に報告しなければならない。  

 （紛失等への対応）  

第４９条  職員は、行政文書ファイル等を紛失し、若しくは誤って廃棄し、

又はそのおそれがあることを知ったときは、速やかに当該行政文書ファイ

ル等を管理する所属長に報告しなければならない。  

２  所属長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに被害の拡大

防止等のために必要な措置を講ずるとともに、直ちに文書主管課長に報告

しなければならない。  

３  文書主管課長は、前項の規定による報告を受けた場合において、被害の

拡大防止等のために必要な措置を更に講ずる必要があると認めるときは、
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速やかに当該措置を講じなければならない。  

   第７章  研修  

第５０条  文書主管課長は、職員に対し、行政文書の管理を適正かつ効果的

に行うために必要な知識及び技能を習得させ、又は向上させるために必要

な研修を行うものとする。  

２  所属長は、文書主管課長及びその他の機関が実施する行政文書の管理等

に関する研修に職員を積極的に参加させなければならない。  

   第８章  雑則  

 （様式）  

第５１条  この規程に定めるもののほか、必要な様式は、文書主管課長が定

める。  

 （雑則）  

第５２条  この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この訓令は、令和６年４月１日から施行する。  

 （上尾市公文例規程等の廃止）  

２  次に掲げる訓令は、廃止する。  

 (1) 上尾市公文例規程（昭和５０年上尾市訓令第６号）  

 (2) 上尾市文書取扱規程（昭和５０年上尾市訓令第９号）  

 （公文書の名あて人に付ける敬称の取扱いに関する訓令の一部改正）  

３  公文書の名あて人に付ける敬称の取扱いに関する訓令（昭和５３年上尾

市訓令第４号）の一部を次のように改正する。  

  次のよう略  

別表第１（第３０条関係）  

課所名  記号  

秘書政策課  秘  

広報広聴課  広  

行政経営課  行  

財政課  財  

市民税課  市税  
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資産税課  資税  

納税課  納税  

施設課  施  

総務課  総  

職員課  職  

ＩＴ推進課  ＩＴ  

契約検査課  契  

危機管理防災課  危  

子ども支援課  子支  

子ども家庭総合支援センター  子家セ  

子育て支援センター  子育セ  

保育課  保育  

発達支援相談センター  発セ  

青少年課  青  

福祉総務課  福  

生活支援課  生支  

障害福祉課  障  

高齢介護課  高介  

健康増進課  健  

市民課  市民  

証明書発行センター  証セ  

市民協働推進課  市協  

市民活動支援センター  活セ  

消費生活センター  消セ  

保険年金課  保年  

交通防犯課  交  

人権男女共同参画課  人  

環境政策課  環政  

ゼロカーボン推進室  ゼ推  

生活環境課  生環  

- 135 -



農政課  農  

商工課  商  

西貝塚環境センター  環セ  

都市計画課  都  

市街地整備課  市整  

建築安全課  建  

開発指導課  開  

みどり公園課  み  

建設管理課  建管  

道路河川課  道河  

出納室  出  

別表第２（第３７条、第４５条関係）  

課所名  職  

保育所  保育課長  

出張所  市民課長  

支所  市民協働推進課長  

市民活動支援センター  市民協働推進課長  

別表第３（第３８条、第４５条、第４６条関係）  

課所名  職  

子育て支援センター  子育て支援センター所長  

保育所  保育課長  

発達支援相談センター  発達支援センター所長  

出張所  市民課長  

支所  市民協働推進課長  

市民活動支援センター  市民協働推進課長  

消費生活センター  消費生活センター所長  

西貝塚環境センター  西貝塚環境センター所長  

経営総務課  経営総務課長  

業務課  業務課長  

下水道施設課  下水道施設課長  
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第１号様式（第１９条関係） 

件        名 
   

伺        文 

このことについて   

起  案  日 年  月  日 所  属  

決  裁  日   年  月  日 

起  案  者 

 

施  行  日   年  月  日 （内線又は外線） 

決裁区 分  第１ガイド  

公開区 分  第２ガイド  

該当条項 

 

個     別 

フォルダー 

 

非公開箇所 

 保存年限  

公       印 公印管理者 文書主任 

 

  

時限公開予定日  

決      裁 

( 専  決 ) 

   

合      議 

   

供      覧 

   

上尾市起案用紙 
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第２号様式(第４０条関係) 

保 存 文 書 貸 出 簿 

貸 出 日 書 庫 番 号 
保 存

期 間 
文 書 名 又 は フ ォ ル ダ ー 名 所 属 名 氏 名 返却日 

・ －  －         ・ 

・ －  －         ・ 

・ －  －         ・ 

・ －  －         ・ 

・ －  －         ・ 

・ －  －         ・ 

・ －  －         ・ 

・ －  －         ・ 

・ －  －         ・ 

・ －  －         ・ 

・ －  －         ・ 
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1 

10

300dpi 12

PDF

(RGB )

3

1

200dpi
200dpi

2

300dpi 200dpi
3
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5

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

                                                      
4  

scan _scan

5
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3 

 

19  

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00095.html

 

12 17 143

 

 

 IT

10

 

 228
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（様 式） 

会  議  録 

会議の名称 
 

開催日時 
 

開催場所 
 

議長(委員長・会長)氏名 
 

出席者(委員)氏名 

 

欠席者(委員)氏名 
 

事務局(庶務担当) 
 

会 

議 

事 

項 

１ 議   題 ２ 会 議 結 果 

  

議事の経過  別紙のとおり 

会議資料  

 

 議事のてん末・概要に相違なきことを証するため、ここに署名する。 

      年  月  日 

議長(委員長･会長)の署名                 

議長に代わる者の署名                  

(議長が欠けたときのみ) 

 

附録５ 
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議 事 の 経 過 

発 言 者 議題・発言内容・決定事項 
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（書式例） 

会 議 要 旨 

1 名 称 ○○○についての検討会議 

2 日 時   年  月  日（ ）  時  分～  時  分 

3 場 所 ○○会議室 

4 出 席 者 ○○課：○○課長、○○主幹、○○主査、○○主任  

5 議 題 
（１） ○○○○ 

（２） ○○○○ 

6 議事要旨 

（１） ○○○に関する検討事項として、議題（１）○

○○○及び議題（２）○○○○ について検討し

た結果、○○○とすることを確認した。 

（２） 主な意見等の概要 

・ ○○○○ 

・ ○○○○ 

・ ○○○○ 

（３） 今後の対応 

・ ○○○○ 

・ ○○○○ 

7 会議資料 
（１） ○○○○（案） 

（２） ○○○○ 

 

※  会議要旨については、この書式例のとおりとするものではありません。

上記の項目のほか、必要に応じて項目を追加するなどしてください。 

 

附録６ 
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（書式例） 

 

年  月  日  

 

相談等対応記録票 

課名            

※  相談等対応記録票については、この書式例のとおりとするものではあり

ません。必要に応じて項目を追加する、より詳細な対応記録を別紙で添付

するなどしてください。 

1 対応日時   年  月  日（ ）  時  分 ～   時  分 

2 対応方法   面談     電話     その他（   ） 

3 対応場所   

4 対 応 者   

5 
相
手
方 

区 分 市民 市民団体 事業者 関係機関 その他（   ） 

団体名   

氏 名   

6 
相談又は 

依頼内容 
  

7 回答内容 

回答日：    年  月  日（ ） 

  

8 関連部署 

無 

 

有  課名：            担当者： 

9 そ の 他   

附録７ 
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上尾市公文書形式集 

 

目次  

第１  法規文書の形式  

１  条例  

(1) 新たに制定する場合  

(2) 全部を改正する場合  

(3) 一部を改正する場合  

(4) 廃止する場合  

(5) 附則を規定する場合  

(6) 条例の公布文及び条例番号  

(7) 条例の提案理由  

２  規則  

 

第２  議案書及び専決処分書の形式  

 

第３  告示文書の形式  

 

第４  令達文書の形式  

１  訓令  

２  通達  

３  指令  

第５  契約文書の形式  

 

第６  普通文書の形式  

 

第７  証明書の形式  

 

第８  賞状、表彰状及び感謝状の形式  

 

附録８ 
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第１  法規文書の形式  

１  条例  

(1) 新たに制定する場合  

ア  本則が項のみからなる場合  

例１  

題名  

本則  

 

附則  

×××○○○○○条例  

×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  

○○○○○○○○○○。  

×××附×則  

×○○○○○○○○○○○○○○○。  

  

備考  

１  題名は、内容を適確に表現するものであって、なるべく簡単な

ものにすること。  

２  題名が２行以上にわたる場合における２行目以下の初字は、１

行目と同じく４字目とすること。  

３  本則は、内容の短いもののほかは、例２、例３のように条に分

けること。  

イ  本則が２以上の条からなる場合  

例２  

 

見出し 

 

 

 

本則  

×××○○○○○○条例  

×（○○○）  

第１条×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  

×○○○○○○○○○○○○。  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

×（○○○）  

第○条×○○○○○○○○○○○○。  

第○条×○○○○○○○○○○○○○○○。  

×××附×則  

×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  

○○○○○○○○。  
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備考  

１  本則は、おおむね次の順序により規定すること。  

(1) 総則的規定  

(2) 実体的規定  

(3) 雑則的規定  

(4) 罰則規定  

２  条文の数が多い場合は、各条にその内容を簡単に表す見出しを

付けること。ただし、連続する２以上の条文が同じ範囲の事項を

規定している場合は、前の条にまとめて見出しを付けること。  

３  条又は項に号を設け、及び号を細別する場合は、次の例による。  

  ×(1)×○○○○○○○○○  

××ア×○○○○○○○○  

×××(ｱ)×○○○○○○○○○  

  

ウ  本則を章、節等に区分し、条又は項に号等を設け、及び別表を設

ける場合  

例３  

 

 

目 次 

×××○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  

×××○○○○○条例  

目次  

×第１章×○○○（第○条―第○条）  

×第２章×○○○○  

××第１節×○○○（第○条―第○条）  

××第２節×○○○○  

×××第１款×○○○（第○条・第○条）  

×××第２款×○○○○  

××××第１目×○○○○（第○条―第○条）  

××××第２目×○○○（第○条・第○条）  

×附則  
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章 名 

 

 

 

×××第１章×○○○○  

×（○○○）  

第１条×○○○○○○○○○○。  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

×××第２章×○○○○  

節 名 

 

 

 

 

××××第１節×○○○  

×（○○○○）  

第○条×○○○○○○○○○○○○○○○。  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・  

××××第２節×○○○○  

款 名 

 

 

 

 

×××××第１款×○○○  

×（○○）  

第○条×○○○○○○○○○○○○○○○。  

第○条×○○○○○○○○○○○○。  

×××××第２款×○○○  
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目 名 ××××××第１目×○○○○  

×（○○○○）  

第○条×○○○○○○○○○○○○○○。  

２×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  

×○○○○○○。  

×(1)×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○〇○○○  

××○○○○○○○○○○○。  

××ア×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  

×××○○○○○○○○。  

××イ×○○○○○○○○○○○○○○○○。  

×××(ｱ)×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  

××××○○○○○○○○○○  

×××(ｲ)×○○○○○○○○○○○○○○  

×(2)×○○○○○○○○○○○○、○○○○○。  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

×××附×則  

×（○○○○）  

１×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。  

×（○○○○）  

２×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。  

別 表 

 

別表（第○条関係）    

× 

○○○○  ○○○○○○○○○○    

○○○○  ○○○○○○○○○○○○○○  

○○○○    

  

備考  

１  条文の数の多いもので、章、節、款等に分けた場合は、目次を

付けること。  

２  目次中括弧書きの条文が３条以上の場合は「―」で、２条の場
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合は「・」でつなぐこと。  

(2) 全部を改正する場合  

例４  

 

制定文 

×××○○○○○条例  

×○○○○条例（令和○年上尾市条例第○号）の全部を改正す

る。  

×（○○○）  

第 1 条×○○○○○○○○○○。  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

×（○○○）  

第○条×○○○○○○○○○○○。  

×××附×則  

×○○○○○○○○○○○○。  

  

備考  条例を全部改正する場合の形式は、「当該条例の全部を改正す

る」旨の制定文を置くことを除き、全て条例を新たに制定する場合

の形式によること。  

(3) 一部を改正する場合  

ア  １の条例の一部を改正する場合  

例５  

 

改正文 

×××○○○○条例の一部を改正する条例  

×○○○○条例（令和○年上尾市条例第○号）の一部を次のよう

に改正する。  

×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○。  

×××附×則  

×○○○○○○○○○○○○○○○○○。  
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イ  ２以上の条例の一部を１の条例で改正する場合  

例６  

  ×××○○○条例及び○○○条例の一部を改正する条例  

第１条×○○○条例（令和○年上尾市条例第○×号）の一部を

次のように改正する。  

××○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○〇○  

×○○○○○○。  

  

第２条×○○○条例（令和○年上尾市条例第○×号）の一部を

次のように改正する。  

××○○○○○○○○○○○○○○○。  

×××附×則  

×○○○○○○○○○○○○○○。  

  

備考  

１  共通の動機に基づいて２の条例を１の条例で改正する場合は、

原則として例６によること。  

２  共通の動機に基づいて３以上の条例を１の条例で改正する場合

の題名は、原則として「○○○条例等の一部を改正する条例」と

すること。  

３  ２以上の条例を１の条例で改正する場合は、原則として条例の

公布年月日の順に規定すること。  

４  条文数が多い場合は、各条に「（○○○条例の一部改正）」の

ように見出しを付けること。  

ウ  題名、目次、条文及び表を改正、追加又は削除する場合  

(ｱ) 題名を改正する場合  

ａ  題名の全部を改正する場合  

例７  

  ×題名を次のように改める。  

×××○○○○○○条例  

  

ｂ  題名の一部を改正する場合  

例８  

  ×題名中「○○」を「○○」に改める。    
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(ｲ) 目次を改正する場合  

例９  

  

×目次中  

「第○章×○○○  

 ×第○節×○○○（第○条―第○条）  

 ×第○節×○○○（第○条―第○条）」  

を  

  

  「第○章×○○○○○  

 ×第○節×○○○（第○条―第○条）  

 ×第○節の２×○○○（第○条―第○条）  

 ×第○節×○○○（第○条―第○条）」  

に改める。  

例１０  

  ×目次中「第○条」を「第○条」に改める。    

備考  目次中括弧内の条名だけを改める場合は、例１０によること。  

(ｳ) 条文を改正する場合  

ａ  条の全部を改正する場合  

例１１  

  ×第○条を次のように改める。  

×（○○○）  

第○条×○○○○○○○○○○○○○。  

  

例１２  

  ×第２条及び第３条を次のように改める。  

×（○○○）  

第２条×○○○○○○○○○○○○○○。  

×（○○○）  

第３条×○○○○○○○○○○○○○○○○○。  
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例１３  

  ×第２条から第４条までを次のように改める。  

×（○○）  

第２条×○○○○○○○○○○○○。  

×（○○○）  

第３条×○○○○○○○○○○○○○○。  

×（○○○○）  

第４条×○○○○○○○○○○○○○○○○。  

  

備考  

１  連続する２条を改める場合は、例１２によること。  

２  連続する３条以上を改める場合は、例１３によること。  

ｂ  項の全部を改正する場合  

例１４  

   ×第○条第１項を次のように改める。  

××○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  

×○○○○○○○。  

  

例１５  

  ×第○条第３項を次のように改める。  

３×○○○○○○○○○○○。  

  

備考  連続する２項又は３項以上を改める場合は、条の全部を改正す

る場合に準ずる。  

ｃ  号の全部を改正する場合  

例１６  

  ×第○条（第○項）第１号を次のように改める。  

×(1)×○○○○○○○○。  

  

ｄ  ただし書の全部を改正する場合  

例１７  

  ×第○条（第○項第○号）ただし書を次のように改める。  

××ただし、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  

×○○○○○○○○。  
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ｅ  字句を改正する場合  

例１８  

  ×この条例中「○○○」を「○○○」に改める。    

備考  条例中多数箇所にわたり出てくる同一の字句を一様に改める場

合は、例１８によること。  

例１９  

  ×第○条（第○条第○項、第○条第○項第○号、第○条本文、第

○条ただし書、第○条前段（後段）、第○条各号列記以外の部

分）中「○○○」を「○○○」に改める。  

  

例２０  

  ×第○条、第○条及び第○条中「○○」を「○○」に改める。    

備考  数条にわたり出てくる同一の字句を一様に改める場合は、例２

０によること。  

ｆ  見出しを改正する場合  

例２１  

  ×第○条の見出しを「（○○○○）」に改める。    

(ｴ) 条文を追加する場合  

ａ  条を追加する場合  

(a ) 条と条の間に条を追加する場合  

例２２  

  ×第５条を第７条とし、第４条を第６条とし、第３条の次に次の

２条を加える。  

×（○○○）  

第４条×○○○○○○○○○○○○。  

×（○○○○）  

第５条×○○○○○○○○○○。  
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例２３  

  
×第○条の次に次の２条を加える。  

×（○○）  

第○条の２×○○○○○○○○○○○○○○。  

×（○○○）  

第○条の３×○○○○○○○○○○○○。  

  

備考  例２３は、他の条の名称の変更を避ける必要がある場合に用い

ること。  

(b ) 末尾に条を追加する場合  

例２４  

  ×第７条の次に次の２条を加える。  

×（○○○）  

第８条×○○○○○○○○○○○○○○。  

×（○○○）  

第９条×○○○○○○○○○○○○○○○○○。  

  

(c ) 既存の章、節等の最初又は最後に条を追加する場合  

例２５  

  ×第○章中第○条の前（次）に次の１条を加える。  

×（○○○）  

第○条の２×○○○○○○○○○○。  

  

ｂ  項を追加する場合  

(a ) 冒頭に項を加える場合  

例２６  

  ×第○条中第２項を第３項とし、第１項を第２項とし、同条に第

１項として次の１項を加える。  

××○○○○○○○○○○○○○○。  

  

(b ) 項と項の間に項を追加する場合  

例２２に準ずる。  
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(c ) 末尾に項を追加する場合  

例２７  

  ×第〇条に次の１項を加える。  

××○○○○○○○○○○○○○○。  

  

ｃ  号を追加する場合  

例２２、例２３、例２６及び例２７に準ずる。  

ｄ  ただし書又は後段を追加する場合  

例２８  

  ×第○条（第○項）に次のただし書を加える。  

××ただし、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  

×○○○○○○○○○○。  

  

例２９  

  ×第○条（第○項）に後段として次のように加える。  

××この場合において、○○○○○○○○○○。  

  

ｅ  字句を追加する場合  

例３０  

  ×第○条（第○条第○項、第○条第○項第○号、第○条ただし

書、第○条各号列記以外の部分）中「○○○」の次に「○○○」

を加える。  

  

(ｵ) 条文を削除する場合  

ａ  条の全部を削除する場合  

例３１  

  ×第５条及び第６条を削り、第７条を第５条とし、第８条から第

○条までを２条ずつ繰り上げる。  

  

例３２  

  ×第○条を次のように改める。  

第○条×削除  

  

備考  例３２は、他の条の名称の変更を避ける必要がある場合に用い
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ること。  

ｂ  項の全部を削除する場合  

例３１に準ずる。  

ｃ  号の全部を削除する場合  

例３１及び例３２に準ずる。  

ｄ  ただし書又は後段を削除する場合  

例３３  

  ×第○条（第○項）ただし書（後段）を削る。    

ｅ  字句を削除する場合  

例３４  

  ×第○条（第○条第○項、第○条第○項第○号、第○条ただし

書、第○条各号列記以外の部分）中「○○○」を削る。  

  

(ｶ) 表を改正する場合  

例３５  

  ×別表を次のように改める。  

別表（第○関係）  

  

×   × 

  
例３６  

      
×別表中「○○○」を「○○○」に、「  ○○  ○○  」   

  を「  〇○  ○○  」に改める。   

     
例３７  

  ×別表○○の部○○の款○○の項○○の欄を次のように改める。    

× ○○○○○○    

  
備考  表中の区分は、横に部、款及び項としてとらえ、縦に欄として

とらえる。ただし、横の区分が少ない場合は、部及び項として、又

は項としてとらえる。  
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  ○○○  ○○○  ○○○  ○○○（欄）    

（部）  

○○○  

（款）  

○○○  

（項）  

○○○  
○○○○  

○○○  ○○○○  

○○○  ○○○  ○○○○  

例３８  

  ×別表○○の部○○の款○○の項○○の欄中「○○○」を「○○

○」に改める。  

  

備考  「中」は、引用する範ちゅうの最後にだけ使うことを原則とす

る。  

(4) 廃止する場合  

例３９  

  ×××○○○条例を廃止する条例  

×○○○条例（令和○年上尾市条例第○号）は、廃止する。  

×××附×則  

１×○○○○○○○○○○○○。  

２×○○○○○○○○○○。  

  

例４０  

  ×××○○○条例及び○○○条例を廃止する条例  

×次に掲げる条例は、廃止する。  

×(1)×○○○条例（令和○年上尾市条例第○号）  

×(2)×○○○条例（令和○年上尾市条例第○号）  

×××附×則  

×○○○○○○○○○○○。  

  

備考  

１  共通の動機に基づいて２の条例を１の条例で廃止する場合は、

原則として例４０によること。  

２  共通の動機に基づいて３以上の条例を１の条例で廃止する場合

の題名は、原則として「○○○条例等を廃止する条例」とするこ
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と。  

３  ２以上の条例を１の条例で廃止する場合は、原則として条例の

公布年月日の順に規定すること。  

(5) 附則を規定する場合  

附則は、おおむね次の順序により規定すること。  

１  施行期日  

２  既存の条例の廃止  

３  経過措置  

４  他の条例の改正  

ア  施行期日を規定する場合  

例４１  

  ×この条例は、公布の日から施行する。    

備考  例４１は、当該条例の内容をあらかじめ住民に周知させておく

必要がある場合は、用いないこと。  

例４２  

  ×この条例は、令和○年○月○日から施行する。ただし、第○条

の規定は、令和○年○月○日から施行する。  

  

例４３  

  ×この条例は、令和○年○月○日から施行する。ただし、第○条

及び第○条の改正規定、第○条の次に１条を加える改正規定、第

○条の改正規定並びに附則第○項及び第○項の改正規定は、令和

○年○月○日から施行する。  

  

例４４  

  ×この条例は、公布の日から起算して○日を経過した日から施行

する。  

  

例４５  

  ×この条例は、公布の日から施行し、令和○年○月○日から適用

する。  
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例４６  

  
×この条例は、公布の日から施行し、改正後の第○条の規定は、

令和○年○月○日から適用する。  

  

備考  例４５及び例４６は、当該条例の内容が住民の既得の権利等を

侵害し、又は住民に新たな義務を課するものである場合は、原則と

して用いないこと。  

イ  既存の条例の改廃を規定する場合  

例４７  

  ×（施行期日）  

１×この条例は、令和○年○月○日から施行する。  

×（○○○条例の廃止）  

２×○○○条例（令和○年上尾市条例第○号）  ×は、廃止す

る。  

×（○○○○条例の一部改正）  

３×○○○○条例 （令和○年上尾市 条例 第○×号）の一部を

次のように改正する。  

××第○条中「○○」を「○○」に改める。  

  

備考  例４７は、当該条例の制定に伴って既存の条例を廃止し、又は

改正する必要が生じた場合に用いること。  

ウ  経過措置を規定する場合  

例４８  

  ×（施行期日）  

１×この条例は、令和○年○月○日から施行する。  

×（経過措置）  

２×この条例の施行の際、現に改正前の第○条の規定による許可

×を受けて○○業を営んでいる者は、改正後の第〇条の規定によ

×る許可を受けた者とみなす。  
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例４９  

  
×（施行期日）  

１×この条例は、令和○年○月○日から施行する。  

×（経過措置）  

２×この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用について  

×は、なお従前の例による。  

  

(6) 条例の公布文及び条例番号  

例５０  

公 布 文

  

 

条 例 番 号 

 

×○○○条例をここに公布する。  

××令和○年○月○日  

     上尾市長××氏 名  

上尾市条例第○号  

×××○○○条例  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・  

  

備考  条例番号は、暦年による一貫番号とすること。  

(7) 条例の提案理由  

例５１  

  提案理由  

××○○○○○○ため、○○○○○○したいので、この案を提出

×する。  

  

備考  条例案（専決処分をするものを除く。）には、その末尾に例５

１のように簡潔な提案理由を記載すること。  

２  規則  

条例に準ずる。  
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第２  議案書及び専決処分書の形式  

例５２  

  議案第○号  

 

×××工事請負契約の締結について  

 

×下記のとおり工事請負契約を締結することについて、議決を求

める。  

 

××令和○年○月○日提出  

 

上尾市長××氏 名×××× 

 

記  

 

１×契約の目的××○○○○○○○○○○  

 

２×契約の方法××○○○○○○○○  

 

３×契約の金額××○○○○○○○○○○  

 

４×契約の相手方××住 所  

          氏名又は名称  

 

 

 

提案理由  

××○○○○に関する工事請負契約を締結するため、議会の議

×決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２

×条の規定により、この案を提出する。  

  

  

- 163 -



 

例 ５ ３  

  
議 案 第 ○ 号  

 

×××財 産 の 取 得 に つ い て  

 

×下 記 の と お り 建 物 を 取 得 す る こ と に つ い て 、 議 決 を 求 め

る 。  

 

××令 和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 提 出  

 

上 尾 市 長 ××氏 名 ××××  

 

記  

 

  

１ ×建 物 の 所 在 地 、 構 造 、 延 床 面 積  

   所 在 地 ××○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

   構 造 ××○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

   延 床 面 積 ××○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

 

２ ×取 得 の 目 的 ××○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

 

３ ×取 得 の 方 法 ××○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

 

４ ×取得価格××○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

 

５ ×契 約 の 相 手 方 ××住 所  

          氏 名 又 は 名 称  

 

提 案 理 由  

××○ ○ ○ ○ を 取 得 す る た め 、 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契

×約 及 び 財 産 の 取 得 又 は 処 分 に 関 す る 条 例 第 ３ 条 の 規 定

×に よ り 、 こ の 案 を 提 出 す る 。  
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例５４  

  
議案第○号  

 

×××訴えの提起について  

 

×下記のとおり○○○○事件に関し訴えを提起することについ

て、議決を求める。  

 

××令和○年○月○日提出  

 

上尾市長××氏 名×××× 

 

記  

 

１×相手方××住 所  

       氏 名  

 

２×事件名××○○○○○○○○○○○  

 

３×事件の内容及び請求の趣旨  

××○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  

×○○○○○○○。  

 

４×事件に関する取扱い  

××○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。  

 

 

 

  

提案理由  

××○○○○事件に関して訴訟を提起したいので、地方自治法

×第９６条第１項第１２号の規定により、この案を提出する。  
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例５５  

  
議案第○号  

 

×××損害賠償の額を定めることについて  

 

×下記のとおり○○○事故による損害賠償の額を定めることにつ

いて、議決を求める。  

 

××令和○年○月○日提出  

 

上尾市長××氏 名×××× 

 

記  

 

１×相手方××住 所  

       氏 名  

 

２×事故の概要  

××○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  

×○○○○○○○○○○○。  

 

３×損害賠償額××○○○○○○○○○○○  

 

 

 

 

 

提案理由  

××○○○事故による損害賠償の額を定めたいので、地方自治

×法第９６条第１項第１３号の規定により、この案を提出する。  
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例５６  

  
議案第○号  

 

×××○○○○委員の選任について  

 

×○○○○委員に下記の者を選任することについて、同意を求め

る。  

 

××令和○年○月○日提出  

 

上尾市長××氏 名×××× 

 

記  

 

  

×住 所  

××氏 名  

×××平成○年○月○日生  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

××○○○○委員○○○○氏の任期は、令和○年○月○日で満

×了となるが、後任として○○○○氏を選任することについて

×同意を得たいので、○○○○法第○条の規定により、この案  

×を提出する。  
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例５７  

  
議案第○号  

 

×××専決処分の承認を求めることについて  

 

×○○○○○条例の一部を改正する条例について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別

紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。  

 

××令和○年○月○日提出  

 

上尾市長××氏 名×××× 

 

 

 

 

 

提案理由  

××○○○○法の一部を改正する法律（令和○年法律第○号）

×が令和○年○月○日に公布されたことに伴い、緊急に○○○

×○○条例を改正する必要が生じ、令和○年○月○日○○○○

×○条例の一部を改正する条例×を専決処分したので、地方自

×治法第１７９条第３項の規定により、この案を提出する。  
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例５８  

  
議案第○号  

 

×××専決処分の承認を求めることについて  

 

×○○○○○工事の請負契約を締結することについて、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。  

 

××令和○年○月○日提出  

 

  

上尾市長××氏 名×××× 

 

提案理由  

××○○○○○工事の請負契約を締結することについて、専決

×処分したので、地方自治法第１７９条第３項の規定により、

×この案を提出する。  

  

例５９  

  専 決 処 分 書  

 

×下記の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１７９条第１項の規定により、専決処分する。  

 

××令和○年○月○日  

 

上尾市長××氏 名×××× 

 

記  

 

×××○○○○○条例の一部を改正する条例  
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例６０  

  
専 決 処 分 書  

 

×下記のとおり工事請負契約を締結することについて、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

専決処分する。  

 

××令和○年○月○日  

 

上尾市長××氏 名×××× 

 

記  

 

１×契約の目的××○○○○○○○○○○○○○  

２×契約の方法××○○○○○○○○○○○  

３×契約の金額××○○○○○○○○○○○○  

４×契約の相手方××住 所  

          氏名又は名称  
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第３  告示文書の形式  

次の例６１から例６５までに定めるもののほかは、条例に準ずる。  

告示番号は、暦年による一貫番号とする。  

１  規程形式による場合  

(1) 新たに制定する場合  

例６１  

  上尾市告示第○号  

 

×○○規程（要綱等）を次のように定める。  

 

××令和○年○月○日  

 

  

    
× 上尾市長××氏 名  印   

    
 

×××○○規程  

×（○○）  

第１条×○○○○○○○○○○。  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

第○条×○○○○○○○○○○。  

×××附×則  

×この告示は、令和○年○月○日から施行する。  
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(2) 一部を改正する場合  

例６２  

  上尾市告示第○号  

 

×○○規程の一部を改正する告示を次のように定める。  

 

××令和○年○月○日  

 

  

    
× 上尾市長××氏 名  印   

    
×××○○規程の一部を改正する告示  

×○○規程（令和○年上尾市告示第○号）の一部を次のように改

正する。  

×第○条中「○○」の次に「○○」を加える。  

×××附×則  

×この告示は、令和○年○月○日から施行する。  

(3) 廃止する場合  

例６３  

  上尾市告示第○号  

 

×○○規程を廃止する告示を次のように定める。  

 

××令和○年○月○日  

 

  

    × 
上尾市長××氏 名  印   
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×××○○規程を廃止する告示  

×○○規程（令和○年上尾市告示第○号）は、廃止する。  

×××附×則  

１×この告示は、令和○年○月○日から施行する。  

２×○○○○○○○○○○。  

 

２  規程形式によらない場合  

(1) 新たに制定する場合  

例６４  

  上尾市告示第○号  

 

×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○する。  

 

××令和○年○月○日  

 

  

    
× 上尾市長××氏 名  印   

    
 

１×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

×○○○○○○○○○  

××○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

×○○○○○○○○○○○○○○○○  

×(1)×○○○○○○○○○○○  

×××○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

××○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

××ア×○○○○○○○○○○○○○○○○○  

××××○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
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(2) 一部を改正する場合  

例６５  

  上尾市告示第○号  

 

×令和○年上尾市告示第○号（○○○について）の一部を次のよ

うに改正する（変更する）。  

 

××令和○年○月○日  

 

  

    
× 上尾市長××氏 名  印   

    
×「○○」を「○○」に改める（変更する）。  
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第４  令達文書の形式  

１  訓令  

次の例６６から例６９までに定めるもののほかは、条例に準ずる。  

訓令番号は、暦年による一貫番号とする。  

(1) 規程形式による場合  

ア  新たに制定する場合  

例６６  

  上尾市訓令第○号  

 

令 達 先××× 

 

×○○規程を次のように定める。  

 

××令和○年○月○日  

 

  

    
× 上尾市長××氏 名  印   

    
 

×××○○規程  

×（○○）  

第１条×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  

×○○○○○○○○○○。  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

×（○○）  

第○条×○○○○○○○○○○○。  

×××附×則  

×この訓令は、令和○年○月○日から施行する。  
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イ  一部を改正する場合  

例６７  

  上尾市訓令第○号  

 

令 達 先××× 

 

×○○規程の一部を改正する訓令を次のように定める。  

 

××令和○年○月○日  

  

    
× 上尾市長××氏 名  印   

    

×××○○規程の一部を改正する訓令  

×○○規程（令和○年上尾市訓令第○号）の一部を次のように改

正する。  

×第○条中「○○」を「○○」に改める。  

×××附×則  

×この訓令は、令和○年○月○日から施行する。  

ウ  廃止する場合  

例６８  

  上尾市訓令第○号  

 

令 達 先××× 

 

×○○規程を廃止する訓令を次のように定める。  

 

××令和○年○月○日  

  

    × 
上尾市長××氏 名  印   
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×××○○規程を廃止する訓令  

×○○規程（令和○年上尾市訓令第○号）は、廃止する。  

×××附×則  

×この訓令は、令和○年○月○日から施行する。  

(2) 規程形式によらない場合  

例６９  

  上尾市訓令第○号  

 

令 達 先××× 

 

×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○。  

 

××令和○年○月○日  

 

  

    
× 上尾市長××氏 名  印   

    
  

２  通達  

例７０  

   

通達文書記号第○号× 

令 和 ○ 年 ○ 月 ○ 日× 

 

×令達先職名×様  

 

   （注  １行空けること。）  

  

    × 
令 達 者 職 名  印   
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   （注  １行空けること。）  

×××○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×× 

×××○○○○○について（通達）  

×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○。  

備考  

１  当該文書が親展文書の場合は、通達番号の前に「親」と記載す

ること。  

２  標題は、一見して文書の趣旨が分かるように簡潔なものを付け

ること。  

３  依命通達の場合は、標題の末尾に「（依命通達）」と記載する

こと。  

３  指令  

(1) 職権に基づく場合  

例７１  

   

指令文書記号第○号× 

住 所×× 

氏 名× 

 

×○○○○○○法（令和○年法律第 ○ 号 ） 第 ○ 条 の 規 定 に よ

り、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

を命ずる（禁止する、取り消す等）。  

 

 理由、禁止事項等  

 

××令和○年○月○日  

 

   （注  １行空けること。）  
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× 上尾市長××氏 名  印   

    
     （注  １行空けること。）  

教 示  

×この○○について不服がある場合は、○○の日の翌日から起算

して○○日以内に○○○○に対して審査請求をすることができ

る。  

  

(2) 申請、出願等に基づく場合  

例７２  

   

指令文書記号第○号× 

住 所×× 

氏 名× 

 

×令和○年○月○日付け（第○号）で申請のあった○○について

は、○○法（令和○年法律第○号）第○条の規定により、（申請

のとおり）許可（認可等）する。  

 

××令和○年○月○日  

 

   （注  １行空けること。）  

 

  

    
× 上尾市長××氏 名  印   
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例７３  

   

指令文書記号第○号× 

住 所×× 

氏 名× 

 

×令和○年○月○日付け（第○号）で申請のあった○○について

は、○○法（令和○年法律第○号）第○条の規定により、許可

（認可等）しない。  

 

××令和○年○月○日  

 

   （注  １行空けること。）  

 

  

    
× 上尾市長××氏 名  印   

    
 

   （注  １行空けること。）  

教 示  

×この○○について不服がある場合は、○○の日の翌日から起算

して○○日以内に○○○○に対して審査請求をすることができ

る。  
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第５  契約文書の形式  

例７４  

  
○ ○ ○ ○ 契 約 書  

×上尾市（以下「甲」という。）と○○○○（以下「乙」とい

う。）とは、○○○に関し、次のとおり契約を締結する。  

×（○○○）  

第１条×○○○○○○。  

２×○○○○○○。  

×（○○）  

第２条×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

×○○○○○。  

×(1)×○○○○○○  

× (2)×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

××○○○○○  

××ア×○○○○○○  

×××(ｱ)×○○○○○○  

×××(ｲ)×○○○○○○  

  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

×（定めのない事項）  

第○条×この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が

×生じたときについては、甲、乙協議して定めるものとする。  

×この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名

押印の上、それぞれその１通を保有する。  

××令和○年○月○日  

             上尾市本町三丁目１番１号  

           甲×上尾市  
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×            上 尾 市 長 ××氏     名  印  

    
 

           （注  １行空けること。）  

             住 所 

           乙×氏 名 印  

備考  題名は、一見して契約の趣旨が分かるように簡潔なものを付け

ること。  
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第６  普通文書の形式  

例７５  

  文書記号  第  ○  号× 

令和○年○月○日× 

×受信者（職）氏 名×様  

   （注  １行空けること。）  

  

    
× 

 
発信者  職  （氏 名）  印   

    
 

   （注  １行空けること。）  

×××○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○×× 

×××○○について（照会）  

×このことについて○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

下記の○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○回答をしてください。  

×なお、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○。  

記  

１×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  

×○○○○○○○○。  

２×○○○○○○○○○○○○○○○。  

 

備考  

１  当該文書が親展文書の場合は、文書記号の前に「親」と記載す

ること。  

２  標題は、一見して文書の趣旨が分かるように簡潔なものを付け

ること。  

３  項目を細別する場合は、次の例によること。  
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  第１  

１  

(1)  

ア  

(ｱ) 

ａ  

(a )  
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第７  証明書の形式  

１  一般の証明書  

例７６  

  ○ ○ ○ 証 明 書  

住 所×× 

氏 名× 

×上記の者に対し、○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○したことを証明する。  

  ××令和○年○月○日  

      （注  ２行空けること。）  

  

    
× 上尾市長  氏 名  印   

    
 

 

２  奥書証明書  

例７７  

  
（ 証 明 願 い 文）  

   ×上記のとおり相違ないことを証明する。  

   ××令和○年○月○日  

      （注  ２行空けること。）  

  

    
× 上尾市長  氏 名  印   
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第８  賞状、表彰状及び感謝状の形式  

１  賞状  

例７８  

  

 
 

 
 

 

賞

状 

○
等 

○
○
○
○
様
（
君
等
）×

 
あ

な

た

は

上
尾
市
主

催

の

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

会

に

お

い

て

頭

書

の

成

績

を

収

め

た

の

で

こ

れ

を

賞

し

ま

す 

 
 

×
×

令
和
○
年
○
月
○
日 

上
尾
市
長 

氏

名 

印 

  

例７９  

  賞 状  

○○○○会× 

本市主催の○○○○○○会において優秀な成績を

収められたことは○○○○○に貢献するところ多

大であります  よってここに賞します  

××令和○年○月○日  

上尾市長   氏 名 印  
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２  表彰状  

例８０  

  
 

 
 

 
 

表

彰

状 

○
○
学
校
○
○
ク
ラ
ブ×

 
み

な

さ

ん

の

○

○

ク

ラ

ブ

は

○

○

○

○

○

○

さ

れ

ま

し

た

 

こ

れ

は

他

の

模

範

と

な

り

ま

す
 

よ

っ

て

こ

れ

を

表

彰

し

ま

す 

×
×

令
和
○
年
○
月
○
日 

 

上
尾
市
長 

氏

名 

印 

  

例８１  

  表 彰 状  

○○○○様（君等）× 

あなたは○年余にわたり○○○○○○○○に努めら

れるとともに○○○○に協力されました  このこと

は他の模範であります  よって○○○○○○○○周

年を迎えるに当たり表彰します  

    ××令和○年○月○日  

上尾市長   氏 名  印   
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３  感謝状  

例８２  

  
 

 
 

 
 

感

謝

状 

○
○
○
○
様
（
君
等
）×

 
あ

な

た

は

多

年

○

○

○

○

○

○

と

し

て

献

身

的

な

努

力

を

尽

さ

れ

よ

く

そ

の

職

分

を

全

う

さ

れ

ま

し

た 

よ

っ

て

こ

こ

に

感

謝

の

意

を

表
し

ま

す 

×
×

令
和
○
年
○
月
○
日 

上
尾
市
長 

氏

名

印 

  

例８３  

  感 謝 状  

○○委員会× 

○○○○○○○○○○に多大の協力をされたのでここ

に感謝の意を表します  

××令和○年○月○日  

上尾市長   氏 名  印  
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